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はじめに 

 

淀川水系は、古来より琵琶湖が有する安定した水資源や、大洪水を緩和する働き・琵琶

湖と淀川の舟運に恵まれて発展してきました。 

 20 世紀に入ると、近代社会において近畿地方が発展を続けるために、淀川下流都市圏へ

の新たな水源確保が喫緊の課題となりました。このため琵琶湖総合開発事業が行われ 1992

年には瀬田川洗堰操作規則が制定されました。こうした施策により、淀川水系の利水およ

び治水安全度は飛躍的に向上し、淀川流域の洪水の防御、生活や観光などに欠かせない飲

料水の供給、そして農業用水や豊かな経済を支える工業用水の補給など琵琶湖の水は、現

在の淀川下流都市圏の活力の源となっています。 

 しかし、近年、琵琶湖では淡水赤潮やアオコの発生、異臭味の問題等の富栄養化現象の

みならず、現在はブルーギル・オオクチバスをはじめとする外来生物の大量繁殖などの生

態系に関する問題が顕在化してきています。淀川でもボタンウキクサの異常繁茂や、天然

記念物であるイタセンパラの稚魚の生息が一昨年来確認できないなど、生息が危惧されて

います。また、近畿圏の飲み水である琵琶湖・淀川水系では今も水質事故の発生や微量有

害物質の流入による水環境への影響懸念など、新たな問題が顕在化しています。 

 このような背景を踏まえ、琵琶湖・淀川の水環境の改善には、「水質保全」、「水辺の生物

環境の修復」、「在来種保全」等が重要であることから、現在まで様々な団体が取り組みを

進めています。 

 そこで、琵琶湖・淀川流域圏再生推進協議会、国土交通省近畿地方整備局、(財)琵琶湖・

淀川水質保全機構の共催で、これまでの取り組みの成果と諸課題を各分野の専門家から報

告していただき、琵琶湖・淀川の水が人間のみならず水系に生息する全ての生きものにと

って、安全で安心なものでありつづけるために、今私たちが対処しなければならない課題

が何であり、どのような行動をとるべきかについて、多くの皆様に知っていただくための

シンポジウムを開催し、ここにその講演内容をとりまとめました。 

 本誌を通じ、琵琶湖・淀川流域の水環境の課題等について、広くご理解をいただき、皆

様の今後の活動の一助になれば幸いです。 

 

2006 年 3 月 

シンポジウム「琵琶湖・淀川の水環境を考える」事務局 

財団法人 琵琶湖・淀川水質保全機構 
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  開 催 概 要 

 

■名称：シンポジウム： 「琵琶湖・淀川の水環境を考える」 

～琵琶湖・淀川の水が安全・安心であり続けるために～ 

 

■開催日時：平成１９年２月２３日（金） １３：３０～１７：００ 

 

■場 所：京都リサーチパーク バズホール 

 

■主催：琵琶湖・淀川流域圏再生推進協議会、国土交通省近畿地方整備局、 

(財)琵琶湖・淀川水質保全機構 

 

■プログラム 

◇ 開会挨拶  

主催者代表挨拶  

国土交通省近畿地方整備局 河川部長 谷本 光司氏 

◇ 基調講演  

   宗宮 功氏  龍谷大学理工学部環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ工学科教授・ 

京都大学名誉教授 

    ＜琵琶湖・淀川の水環境の現況と将来＞   

◇ リレー講演  

① 西野 麻知子氏  滋賀県琵琶湖・環境科学研究センター総括研究員 

＜いま琵琶湖の生物を守るためにすべきこと＞ 

② 角野 康郎氏    神戸大学理学部生物学科教授 

＜水生植物からみた琵琶湖・淀川の現状と課題＞ 

③ 綾 史郎氏   大阪工業大学工学部都市デザイン工学科教授 

 ＜淀川における生態系の保全と復元＞ 

④  服部 和夫氏  大阪府水道部水質管理センター所長 

 ＜水道事業からみた琵琶湖・淀川の課題＞ 

⑤  河村 賢二氏  国土交通省琵琶湖河川事務所長 

 ＜琵琶湖・淀川流域圏再生について＞ 

⑥ 田中 宏明氏  京都大学大学院工学研究科附属流域圏総合環境質研究センター教授 

 ＜新たに見え始めた日常生活からの水環境汚染＞ 

◇ 参加者と講演者との意見交換  

    コーディネーター 宗宮 功氏 
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  開 会 挨 拶 

 

国土交通省近畿地方整備局河川部長 

谷本光司氏  

 

近畿地方整備局河川部長の谷本でございます。ご来場の

皆様におかれましては、日ごろから近畿地方整備局が進め

ております様々な施策につきまして、ご理解・ご協力を賜

っておりますことをまず御礼申しあげます。本日のシンポ

ジウムの主催者を代表いたしまして、一言ご挨拶をさせて

いただきます。 

琵琶湖は古代から現代に至るまで連綿と水をたたえ、非

常に貴重な資源の宝庫でございます。この琵琶湖から流れ

出した水が瀬田川、宇治川となり、木津川、桂川を合わせ

て淀川となって、大阪湾に通ずる、この琵琶湖・淀川流域

の豊かな水、それが1000年、1200年に及ぶ京の都を支え、

また商都大阪の反映を支えてきた。そういう歴史と文化・

伝統を持った流域でございます。古くは大和川も淀川流域

の一部であったことを考えますれば、日本の歴史の中心は

ほとんどこの琵琶湖・淀川流域にあったと言ってもよいと

思っております。 

こうした恵みの琵琶湖・淀川でございますが、特に高度

成長期におきまして、その恵みの部分を言ってみれば人間

の勝手で使いすぎた結果として、河川環境、湖の水環境を

損なってきたという反省が今あるわけでございます。具体

的には水質悪化、淡水赤潮の発生、外来種の問題等々の現

象が生じておりますし、また水と人とのつながりというも

のがかつてに比べて相当希薄になってしまっているとい

うような現状があると思っております。 

私は川の流れは鏡であると思っております。お盆に入れ

た水が鏡になるというのは、そこに人の顔が映るわけです

が、湖や川が鏡であるという私のたとえは、その流域に住

む人々の暮らしや心掛けというものを映す鏡であると思

っております。目先の利益にとらわれて豊かな潤いのある

生活を忘れてしまう。そういう生活が長年続くと、それを

映す鏡としての湖、川の環境も一緒に歪んできてしまうと

いうことではないかと思います。 

今そういったものを改めて見直し、再生をして、子孫、

未来に引き継げる健全な水環境に戻していきたいという

思いで、行政では都市再生プロジェクトの一環といたしま

して、琵琶湖・淀川流域圏再生という大きな取り組みを始

めているところでございます。本日のシンポジウムもその

ような趣旨から開催させていただいています。 

あるアンケートによりますと、水に関して興味のあるこ

ととして最重要関心事は、やはり安全で、安心して飲める

水であることだという結果が出ているようでございます。

安全で、安心して飲める水というのは、単に水を浄化する

ということだけではなく、やはりその大本である自然の流

れそのものが、健全になっていくことが必要であろうと思

っております。 

そのために今我々がどういう課題に直面しているのか。

またそれを解決するためにどういう行動を取るべきなの

かということを、お集まりいただいた皆様と一緒に考えて

みたいという試みでございます。 

本日は基調講演並びにコーディネーターに龍谷大学教

授、京都大学名誉教授であられます宗宮先生にお出でいた

だいております。また各界の専門家の方を 5名講師として

お招きしております。それぞれのお立場から、課題あるい

はそれに対する対応の方向についてご講演をいただける

ものと期待しております。また行政からも琵琶湖河川事務

所長の河村所長が参加させていただいており、現在の琵琶

湖再生に向けての取り組みの現状、またその方向といった

ことについて、ご報告させていただきたいと思います。 

こういったご講演またはディスカッションを踏まえま

して、会場の皆様と一緒にこれからの琵琶湖・淀川に向け

て何をなすべきなのか。何ができるのかという考えをさら

に深める第一歩とできれば、大変ありがたいと思っており

ます。 

本日のこのシンポジウムが実り多いものになりますこと
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と、また年度末の大変お忙しい中ご講演をお願いして快諾

を賜りました講師の諸先生方に御礼を申しあげまして、開

会のご挨拶とさせていただきます。本日は大変ありがとう

ございます。 
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  基 調 講 演 

琵琶湖・淀川の水環境の現況と将来 

龍谷大学理工学部環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ工学科教授・京都大学名誉教授 

宗宮 功氏  

 

ただ今ご紹介に預かりました宗宮でございます。 

本日私以外にも各部門のエキスパートの方々がその部

門でお話をいただけるということになっております。私の

方は基調講演としまして、我々自身が住んでいる時代とい

いますか、社会のバックグラウンドと同時に、次はどっち

へ向かったらいいのだろうか、何を考える基準、あるいは

行動の判断基準にしたら良いのだろうかというあたりを

入れながら、水環境を皆さんはどうお考えですかという話

をしてまいりたいと思っております。 

そういう意味では、ここにありますような「水環境の現

況と将来」ということについては、私としては水環境とそ

の管理の方向性、いったいどこに価値観を置いてみんなが

何を行動すべきなのかというあたりをお話したいと思っ

ております。よって、こういった水環境の捉え方、安心・

安全とはいったい何でしょうかとか、豊かさや快適さのた

めに我々自身がこういった理性的な行動、あるいは行動規

範はどこに置くのだろうか、さらに将来の水環境管理の方

向性はどうなるのかというあたりをお話し申しあげたい

と思っております。（スライド-２：p９基調講演パワーポイント

集参照）。 

実はここでご覧いただきますのは、平成 14 年 3 月に淀

川環境委員会の先生方、確か芦田先生が座長をお務めにな

ったところの河川環境の回復・保全の基本方針ということ

で、いったい何を考えたらいいのかということで挙げられ

た資料でございます。 

水と土の健全なシステム保全、推進のための基本的な、

具体的な方向付けということで、ここにありますような健

全な流域環境、水位、あるいは土壌の移動の確保、土砂の

移動確保ですね。水の流れが作り出す地形、あるいは水環

境の生物多様性の確保、冠水域、撹乱域の回復、水域、陸

域からの連続性の確保、あるいは断続的な生物の移動経路、

回廊の確保、生物の棲息環境の水環境、そういうものの確

保。その他河川環境の回復というような事項が挙げられて

おります。 

このどれを読んでも、まさにそのとおりであろうと私は

今でも思っているのですが、次のステップとして、実は河

川そのものは古来から自然の構造物であるにもかかわら

ず、我々がなぜ上に挙げたような問題を基本的な方針とし

て挙げねばならないのかというあたりを、もう一度我々自

身が考えておく必要があります。河川は自然の営み一端で

あるのだから、それに手を加えて、人間がどこまで制御で

きるのかという話になってきますと、大変大きな問題にな

ってきますが、もう一歩下がって考えたときに、この水環

境という問題において人の係わり合いは基本方針の一体

どこにどう入っているのでしょうか。物の管理、流量、河

川、洪水からの水量の管理、制御というものは（1）～（7）

に確かに出ているが、人の顔がなかなか見えないというと

ころが少し問題ではないかという気がいたします（スライ

ド-３）。 

この水環境、皆さんがお考えのところの人との係わりは

一体どこまで対象にされますか。少なくとも我々のような

水質を扱っている者にとっては、生き物、生活、人間その

ものの中に存在する水ということを対象にしますと、氷で

あったり、液体であったり、蒸気であったり、それが形を

変えて水辺であったり、ある種の流れる水であったり、ダ

ムや貯水池のように貯まっている水であったりと、いろい

ろ形は変わるのですが、少なくとも人との係わりが必ず入

った状態での水環境というものを頭にしているというこ

とがあるわけです。 

それをもう少し中味で考えてみるならば、安全・安心と

いうことを言いながら、片方では便利さ、機能性を生活の

中で追い求めている。その中で水環境自身を少なくとも心



 

 

5

で捉えて豊かさを感じるようなところ、あるいはまた快適

さを物的な環境の中で求めているようなところがあるわ

けです。ですから片方の豊かさを感じる方においては、人

間の感覚、感情というものが実はあって、それが今の世の

中の生活の中で一体どの程度を満足するもの、豊かさとし

て満足してきたかどうかということを言っている。片方で

はどんどん機能を上げていく、便利になっていく。ものを

使いながら、それで快適なのだという形で上がってくる。

多分この辺は省資源、省エネルギーサイドで快適さ自身を

どう位置づけるのかという話が出てくると思いますが。 

先ほど申し上げましたように河川自身を自然構造物と

すると、こういった流れを全部ひっくるめて対応すること

になるのですが、このような生物の多様性の問題や、持続

可能性の辺を中心に論じている故に物的な、物理的な行為

に対して、どれだけの安全性を担保するのかという話にし

かならないということです（スライド-４）。 

そこで人間の世界の社会自身では一体どう対応するの

か。この豊かさ、快適さを感知しながら、安全、便利、こ

ういうものを確保していくレベルをどこに置くのか。ある

いは生き物の世界というものも片方では出てまいります。 

そこで人の行動の方の感情とか、感覚とかですが、行動

規範などは、少なくとも宗教観とか道徳観のようなところ

から発生してくる。人の行き方、世界観、宇宙観、道徳観、

生活スタイル、葉隠れ、道教とか儒教のような思想や思索

にのっとって人は何をしてはいけないとか、ここまでなら

汚してもいいとか悪いとか、いろいろあるのですが、社会

生活態度そのものが崩れてきて、その原因はこのごろ核家

族ではないかということが問われている。つまりゆとりの

ある生活感はそれぞれ違うのですが、こういった宗教観、

道徳観を交えた上で実生活の中に出てこなければいけの

であろう。 

衣食住は本当に豊かになって生活できるようになった。

それでいいのではないかと言うのですが、実は社会的なつ

ながりみたいなものはどんどん崩れていってしまってい

る。自己中心的な快楽あるいは快適さを求めて進んでいく

のはいいのですが、結局尊属殺人のようなものがどんどん

数を増やしてきているような問題も出ています。結局義務

と責任がわからない無責任時代へ突っ込んでしまう。その

場において、例えば我々自身も、この人が支配している場

における水環境に何を求めるのかということになってく

るわけですね。 

そのときに心理的な癒しの世界ですね。水の音がする、

しないとか、そういうものを五感で感知し、評価するよう

な場が当然出てくる。 

一方ではこの五感は原体験不足から、水が冷たいのだ、

熱いのだということ自身を知らない。水の中で魚が泳いで

いるのを見たことがないというような子どもが出てきた

ときに、一体どうやって我々は対応したらいいのだろうか。

あるいは特定音域が聞こえない若者に対して、このごろは

イヤホンを付けて聞いているものですから、ある音域はそ

れ以上聞こえなくなってしまっている。普通の人なら聞こ

えたはずのものが損なってしまう。我々自身もメガネをか

けないと、ものが見えない。ところがアフリカでは 2キロ、

3キロ向こうの物まで見える人もいるという、五感のレベ

ルは人によって違うのですが、こういった五感で感知する

ものにかなりのウエイトが置かれ、評価されるような時代

になる。 

時にはカエルが泣くのが煩わしいと言って、騒音だとい

うふうに定義する人まで町の中には出始めるということ

になってきますと、一体環境の時代に人が生きるとは何で

しょうかというようなことを、もう一度理解しなおす必要

がある（スライド-５）。 

一方物理の方はこういう重厚長大から軽薄短小へどん

どん進み、その結果ここにありますような新素材、高機能、

あるいは小型化、一般化というようなことが進められて、

便利で愉快な生活ができる。今まさにシリコンかレアメタ

ル、あるいはマイクロマシンとか、ナノ技術とか、いろい

ろなものが出てきて、これで生活は一旦豊かになったよう

に見えるのですが、一方ではここにあるような社会システ

ムとしての機能保障が低下してしまっている。 

つまり 30 年、40 年前に公害が発生し、それを解決しな

いといけないといって造り上げた施設、社会システム、環

境対応システム自身がもう機能が落ちてきている。 

光化学スモッグの増加。東京、大阪は昨年度光化学スモ

ッグがまた増えてきたそうです。どうやら日本自身の問題

ではなく、中国から来た NOx、SOx の一部がこういった光

化学スモッグの問題になりつつあるということもちらっ

と出ていましたが、原因はよくわかりません。いずれにし

ても地球の温暖化や自然災害の形、場が変わってくるとい

うようなことを見てみますと、これに対応するような機能
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自身を保全するようなものができあがっていると見なし

ていいのかどうかとか、慣らされた便利な都市機能への危

機感がない。 

ですから私がいつも言っているのですが、道路が車でい

っぱいになるので乗らない日を作るとか、電車が通わない

日、ライフラインや水道が来ない日とか、みんなが自分の

原体験として体験してご覧なさいと。自分自身が今住んで

いる都市の機能は何なのかということを子どもから大人

までが考え、その緊急事態に対応する能力を持たなければ

いけない。水道が来ない日というのが決められたら、お風

呂場に前日には水をいっぱい貯めておいて、それで何とか

生活する。そういうことを現にやらなければ、多分全部自

己防衛的な機能の能力低下、社会依存性が増大してしまっ

て、緊急事態が起こっても対応策が何もないでは、それは

生活している者が悪いというより社会が悪い。公的なサポ

ートがないのが悪いというような方向へ行ってしまう。そ

れでは困るというわけです。 

今ある施設があって当たり前の中で生きて、それを当た

り前なのだとすること自身、先輩がサポートして、これを

造り上げたのだという意識が全然ない。 

例えば我々も学生が 1 年生を迎えたときに言うのは、

「あなたは今日顔を洗いましたか。」と言うと、「洗った。」

と。「水はどうした。」と聞くと、「水道が出ていました。」

お金があって、水道が出てよかったねと。「ところで君、

水道の使った水はどうしたの。」と聞くと、「そんなものは

ずーっと下水道に入りました。」そうか、それはよかった

ね。でもかわいそうだねと言うのです。一度でもあなたが

使ったら、下水道は借金で作られているから、自分でも払

いますと同意したことになるんだ。「知ってるか。」と言う

と、「エッー」とか言うんですよ。違うよ。あるから使う

のではなくて、それにみんなが組み込まれた社会の中の行

動として、今生きているのだよということをちゃんと知り

なさいと、まず言って話をしています（スライド-６）。 

ですが一方では安全・安心と同時に、こういった豊かさ

とか快適さを求めるための行動は一体どうすべきなのか

ということが次に提示されていなければいけない。と同時

に、ここで言う公害という文字を環境という文字に書き換

えたのは、ほんの 15 年前、1990 年代です。公害研究所が

環境研究所になったり、公害対策基本法は環境基本法に変

わったり、文字だけがスコッと入れ替わった。本当にこう

いった公害の時代を卒業できたのだろうか。環境の時代へ

どこをどう変えたから、意識が変わったからそれに入り込

んだんですか。全然まだ答えが見つかっていない。のべつ

まくなしに流されてしまう。 

社会では環境ビジネスを求めて右往左往していますが、

今まさにそうですね。環境という名前を付けてやれば何で

も売れるかというような形で物事が作られていっていま

すが、そんなことはあり得ませんし、エコシティーとかエ

コタウンと言ってみても、名前は踊ってはいるのですが、

外からものを持ち込んで、自分のところからは廃棄物を出

さないからエコシティだ、エコタウンだと言われても、社

会全体としてはほんの一部分でしかなく、自己満足に過ぎ

ないのではないかというような話が片方でありますね。 

しかし社会の動きは既にもう次のステップに行ってい

る。既に水の時代ではない。ゴミの時代だと。水問題はも

う終わった。ダムもいらない。川ももうできあがった。200

年洪水でなんとかなるよというのが頭にきて、次はもうゴ

ミを何とかしてください。資源再生循環だとか、3R だと

いうような声で、物事が動きかけている。 

実社会でもエコシティ、エコタウン、エコライフ、エコ

カー、エコ何とか、エコが付いたものが踊ってはいるので

すが、結局対症療法の領域がなかなか抜けられないのです。

本当は対症療法から予防医療へと変わっていかなければ

いけない。つまり公害の時代というのは対症療法の時代で

す。問題が起こってからそれを叩く。そうではなくて、次

の時代は次に起こるかもしれないから、どこをどう制御し

ておこうかというところに移らなければいけない。そうい

うものが1つポイントになってくるわけです（スライド-７）。 

このように事象や現象を並べさせていただきますと、大

体公害の時代で考えていたもの、環境の時代に考えなけれ

ばいけないものとなり、公害の時代ではこのように魚が死

んで臭くてしょうがない、人為的な有機性汚濁の問題で人

命へも影響が出てきたとか、重金属問題もありました。と

ころが環境の時代は少なくともこういった問題はほとん

ど解決されて、蓄積性や慢性影響が問題になってくるわけ

です。 

その結果として、オーダーが 3ケタ、6ケタと違ったも

のの話をしますということになった。6ケタ低くなったも

の、本当に発癌性物質などを全部取ろうとするのですか。

皆さん本当にこの時代のアイデア・技術で汚染物を取れば
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いいという概念、そのものを引きずるのですかということ

がポイントになってくる。 

片方、測定法もあとでまた時間があれば申しあげますが、

水環境の水質管理を環境水質基準を満たせばいいのかど

うかということで、やっと月 1回実測してきた琵琶湖にし

ても、南湖で 10 日か 15 日ぐらいの滞留でしょうね。です

から月 1回計ったのでは、2週間未満の滞留の水はどんど

ん流れて内容はわからない。全部を把握しているわけでは

ない。平面的な解析はしているのですが、立体的にはでき

ていない。こういった対症療法から予防治療へ向かってい

くためには、少なくとも連続採取するとか、重点をもうち

ょっと違った観点で見直さないといけないのではないか

ということです（スライド-８）。 

環境の時代の価値観はどうなっていくのでしょうか。対

症療法からこういった予防療法へ移るときに何をするの

か。水環境管理で求められる新たな技術とは何だろうかと

いうことですが、水位維持管理技術なのでしょうか、それ

にはソフトもハードも両方あると思います。求める技術は

時代に合っていますか。早すぎてもこれは商売になりませ

んというよりも、社会が受け入れてくれませんし、その時

代感覚に先進性があるとして受け入れられないと、対応策

として出てきません。時代のまさに評価の視点というのは、

少なくともここにあるような 4 つぐらいはいつも出てく

るものです。 

省エネ型であること。省資源型であること。省人数・省

スペース型であること。安心・安全型であること。これを

頭にしてエコシステムとかエコ装置とか、いろいろなもの

を作っているわけです。いろいろな公害の時代に作り上げ

たものをこういったもののバックアップとして、省エネ型

のものに切り替えましょうというようなことをやってい

るわけです。 

ですが我々自身、一度身につけた文明・文化というのは、

よほど革命でもない限り絶対にこれは捨てません。改善・

改良はします。ちょうどハイブリッドカーへガソリンエン

ジンが代わっていくように、あるいは水素エンジンへ代わ

るように、車の使用を止めるという方向ではないのです。

こういった文明・文化そのものは便利さで使ってきたもの

を絶対に捨てようとしないということがあります（スライ

ド-９）。 

例えば水環境管理の方向性ということで若干お話をし

ていこうと思います。 

まず実施してきた各種事業効果の点検と評価というこ

とで、この 30 年来公害対策という名のもとに環境を管理

し、それでいろいろやってきた事業に対して、ここにある

ようなものに対して一体何をしてきたのだろうか。確かに

小川や大きな川でも魚が帰ってきて、水遊びができるまで

にはなった。ですが今起こっているその次の段階、例えば

富栄養化問題にしても解決しましたかといえば、まだ解決

していません。30 年間努力したのになぜできなかったの

か。B／C というのはほとんど考えられていないし、計算

は非常に難しい。 

結局対応しているのは公害の時代の技術であり、思考過

程であるからマンネリ化して、その次のステップになかな

か出てこない。 

琵琶湖の水質基準はなぜ基準を満足できないのだろう

か。この琵琶湖の 275 億トン近くの水体を 4つの基準点で

月 1回測って、これが琵琶湖の 275 億トンの水の水質です

よ。と言うのをどうしてみんなが理解して、それでいいと

思うのでしょうか。その数字で環境基準だと言っているわ

けですから、それ自身がちょっと何を管理しているのかが

見えない。 

結局もっと見方をドラスティックに変えて、今まで考え

もしなかった方法や方策を導入して飛躍しない限り、多分

今までと同じような管理の仕方の中では次のステップは

出てこないということがあろうかと思います。 

今後の事業の目標は汚水処理が一番最初に出てくるか

もしれません。これは田中先生のところでかなり細かく出

てくると思いますが、基本的に今話しましたような公害の

時代に実は重金属を下水道から排除した。ああいう発想は

なぜ栄養塩について言えないのですか。皆さんご存知のよ

うに COD、BOD、SS というような数字は公害の時代にこれ

を取らなければいけないとして下水道を作ったわけです。

そのときの濃度は 100mg/L とか、200mg/L ぐらいが対象だ

ったでしょう。 

ところが現実問題として栄養塩で言う窒素やリンはせ

いぜい 20～30mg/L から 5mg/L と、1ケタ、2 ケタ下がって

います。ですから 2ケタ以上の濃度のものに対応した技術

をそのまま1ケタ、2ケタ下のものに適応することと自身、

それは無理だということです。基本的に、それを下水道で

やれというのなら、それにもっと違ったお金を入れてくだ
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さいよと言わざるを得ないですね。同じシステム、同じ処

理の方式で導入するとなればそうなってしまう。 

ここにあるような琵琶湖の BOD、COD の乖離現象にして

も、実はどうもよくわからない。この 20、30 年同じこと

が繰り返されたのですが、行政的管理上の意味だけで、そ

れ以上なぜかということがわからない。これ自身のデータ

はご存知のように、先ほど言いましたような各基準点のバ

ラバラな値を平均化して数値化し比較しているからです

（スライド-１０）。 

これは何度もご覧になっていると思いますが、基準点の

下に書きましたような北湖、南湖、それぞれ 4 点ずつの

BOD はどうなっていたか。南湖、北湖、差が出ていますよ

と。ところが COD はある時点から上がり出しました。よっ

てこの BOD と COD の比率をそれぞれ取れば、時間毎に乖離

が起こってしまう。BOD は下がるけれども、このようにな

ってしまうと（スライド-１１）。 

我々が瀬田川だけですが学生に測らせましたら、

(COD/BOD)の値は下がって乖離は起こっていません。どん

どん近づいています。ですから取ってきたデータをどう評

価したのかというあたりを、もっと我々自身が十分考えな

ければいけない（スライド-１２）。 

それから例えばリンの除去という問題になってきます

と、一時琵琶湖の場合でもこういったリン酸が入った合成

洗剤の使用を止めましょうという大運動になりましたが、

現在これはなくなったにしろ、他のところで多く使われて

います。皆さんお使いの歯磨き粉などにもいっぱい入って

います。あちこちで多く使いながら、貴重なリンを資源と

して繰り返して使いましょうというその裏側で、薄くなっ

たものを取って、何とか利用するという発想そのものが問

題ではないかと思います。（スライド-１３～１５）。 

あちこちで使われているのを立証して挙げてみたので

すが、時間がありませんので詳細は飛ばしますが、処理量

50 トン／日の下水処理場で下水の 5mg/L のリンを 90％取

る装置があるとする。そうすると 1 日リンは 2.25 トン除

去されます。これはもちろんリン酸鉄などの化合物となっ

ていますから、大体5倍ぐらいの11トンほどになります。

50 万トンの処理場で 11 トンのリン酸鉄ができあがって、

これを資源として買ってくれる人がいますか。もっと小さ

な 5 万トンの処理場や 10 万トンの処理場はもっと発生量

が低いのです。これでは運賃が出ない、下水から出たもの

を食品に転化できないとか、いろいろなことがあって使え

ないのが実情です。 

そんなことから、リン自身いろいろなところで使用され

ているが、PPP 原則があるので、製造工程で使った人にそ

れらを買い取ってもらうか、処理してもらうことを言わな

ければいけませんし、片方では人目につかないところで使

われているリン含有物品を、みんなで使わないようにしな

ければいけない（スライド-１６）。 

現にこれはちょっと古いデータですが、セブンイレブン

などではリン酸の入ったハムやソーセージは使いません

というような店まで出てきたと。これも 1 つの方向かもし

れません（スライド-１７）。 

それから田中先生がこれからお話しでしょうが、こうい

った抗生物質とか薬品とか、こういうものも本当は製薬会

社や、使用した病院などに金を出してもらって除去しない

と、処理に大変なお金がかかる。社会全体としてすべてを

処理するより、患者さんに投薬する病院の中で濃厚な廃液

をできる限り貯留ないし処理する方向で使ってほしいの

だとか。それぞれ今まで公害の時代に使用した同じアイデ

アや考え方を持ち込んだのでは環境の時代には太刀打ち

できないということを、我々自身が考えておく必要がある

と思います（スライド-１８～１９）。 

そのようなことから、ここに書きましたように環境の時

代というのは少なくとも意識的であれ、無意識であれ、関

与している住民のそれぞれが責任を取らなければなりま

せん。公的な資金、税金で水環境を守って、創造する余裕

はなくなっているのです。それぞれが行動するような、行

動できるような社会システムをもう一度作り直さないと、

もうちょっと対応できないのではないでしょうかという

ことを今日はお話しさせていただきました。あとは各先生

のそれぞれの分野の話につないでいただけたらと思いま

す（スライド-２０）。 

どうもありがとうございました。 
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基調講演  パワーポイント集 
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  リレー講演① 

いま琵琶湖の生物を守るためにすべきこと 

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター総括研究員 

西野 麻知子氏  

 

皆さんこんにちは。琵琶湖・環境科学研究センターの西

野です。 

私はもともと生物が専門で、琵琶湖の生物を長く研究し

てきています。その関係で、今日は琵琶湖の生物を守るた

めに私たちができることというお話をさせていただきま

す。 

最初になぜ琵琶湖の生物を守らなくてはいけないのか、

次になぜその生物は減っているのかという話をして、最後

にそれではどうしたら守れるのか、という三つの話をさせ

ていただきます。 

本日のテーマが「琵琶湖・淀川の水環境を考える―琵琶

湖・淀川の水が安心・安全であり続けるために」であり、

水がテーマということで、水質と琵琶湖の生物との関係に

簡単に触れさせていただきます。 

これは琵琶湖におけるカビ臭と淡水赤潮、アオコの発生

日数です。上がカビ臭、中央が淡水赤潮、下がアオコで、

昭和 40 年代から平成にかけての発生日数です。カビ臭は

減ってはいるのですが、時々出ています。淡水赤潮は減少

していますが、アオコは増加傾向にあるということです

（スライド①-２：p１７リレー講演①パワーポイント集参照）。 

次に琵琶湖に流入する汚濁物質の量について、なぜプラ

ンクトン量が増えるのかといいますと、富栄養化が原因で

あり、その原因の 1つが琵琶湖に流入する栄養塩の量であ

ります。例えば、全窒素については大体 1 日あたり 20 ト

ンぐらい琵琶湖に入ってきているわけです。全リンは 1

日あたり 1.5 トンぐらい琵琶湖に入ってきて、それが富栄

養化の一因になっていると言われております。この全窒素

の 20 トンという数字を覚えていただいて、なぜ琵琶湖の

生物を守らなければいけないかについて、窒素についての

お話をします（スライド①-３）。 

琵琶湖の魚類の漁獲量というのは、1986 年に大体 3,700

トンぐらいありました。その 10 倍ぐらいが琵琶湖にいる

と仮定しますと、37,000 トン程度となります。そのうち

大体 3％ぐらいが窒素分と考えられますので、窒素分とし

て計算しますと 1,100 トンぐらいで、流入する窒素量の

55 日分に相当することになります。貝類の現存量は 1964

年で 13,000 トン程度であり、窒素として 158 トンという

ことで、流入する窒素量の 4 日分に相当するということで、

決して無視し得る量ではないということです。 

あともう 1つデータとして、平成 6年に琵琶湖の水位が

－123cm まで低下しました。その時に死亡した貝の重量を

国土交通省琵琶湖河川事務所が推定されていまして、大体

1,100 トンぐらいが死亡したと推定されます。そうすると

窒素分としては 13 トンぐらいが湖内に回帰したというこ

とで、やはり生物というのは栄養塩、窒素量で見ても決し

て無視できる量ではないということです。つまり健全な生

態系を維持することは、水質を守ることにもつながるわけ

です。生態系のサービスとは生態系の機能のうち、特に人

間がその恩恵を受けているもので、1つの例として、シジ

ミは夏に1日あたり18kg程度粒子態の窒素を除去します。

これが多いか少ないかという問題はあるのですが、無視で

きないような機能を果たしていると考えられるわけです

（スライド①-４）。 

ところが魚類に限定して考えると、アユ資源は滋賀県が

保全をしていますので大きく減っているわけではないの

ですが、アユを除いた魚類漁獲量は 1950 年から現在まで

を見ると、大体 1970 年代をピークにして減少傾向にあり

ます。特に 1990 年代以降減少が著しいというのがお判り

いただけると思います。ちなみにこの黄色が「その他の魚

類」で、それより上の区分が外来魚になります。平成 7、

8年以降は外来魚が「その他の魚類」の項に含まれている

ために上がっているのですが、漁獲魚がマックスで 3,000
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トンがあったものが、現在は数百トンになり 6分の 1に減

少しています。 

特に注目するのが 1992 年に制定された瀬田川洗堰操作

規則です。この話は後でさせていただきます（スライド①-

５）。 

レッドデータブックというものがありますが、これは絶

滅の恐れのある生物の種をリストアップし、それらの分布

や棲息状況を明らかにしたもので、環境省や滋賀県でも作

っています。滋賀県は 2000 年版と 2005 年版でレッドデー

タブックを作っております（スライド①-６）。 

これが滋賀県のレッドデータブックに記載された琵琶

湖水系固有種です。琵琶湖・淀川にしか棲息していない固

有種です。レッドデータブックの中で絶滅危惧種、絶滅危

機増大種、希少種の割合を示しています。2000 年では固

有種のこの3つのカテゴリーにある割合が55％でしたが、

2006 年には 62％に増加しています。 

魚類に限定しますと、固有種の 80％がこの 3 つのカテ

ゴリーに入っており、かなり危機的な状況になっていると

いうことがお判りいただけると思います（スライド①-７）。 

このような生物が一体どこに棲んでいるのかを見てみ

ます。琵琶湖を垂直に輪切りにしてみますと、岸と沖、深

い底という 3 つの場に分けることができるわけですが、そ

の浅いところに住んでいる生物が実は大部分を占めてい

ます。魚類は沖で暮らしたり、あるいは川で大きくなるも

のもいますが、繁殖期には大部分が浅いところで産卵して

いるということです（スライド①-８）。 

その浅いところでどういうことが起こっているのかと

いいますと、面積が減っています。これは 1908 年頃の琵

琶湖の輪郭ですが、湖岸線が非常にデコボコしているのが、

1995 年にはツルンとしていることがお判りいただけると

思います。面積については、1908 年当時の推定値ですが、

大きいもので 720 ㎢と推定されているのですが、現在では

670 ㎢となり、その減少量は最大で 50 ㎢、少なく見積も

っても 28 ㎢ぐらいが減少しています。この少なく見積も

って 28 ㎢というのは、現在の琵琶湖で水深 2m までの面積

が 21 ㎢ですから、少なくとも浅いところの面積の半分以

上が消失したと考えられます。その大部分が内湖と言われ

る湿地だったわけです（スライド①-９）。 

在来魚の減少のもう 1 つの要因は琵琶湖の水位変化で

す。この図は琵琶湖の長期的な平均水位の変化を示してい

ます。明治 29 年に大水害が起こり、それで瀬田川洗堰を

1905 年に造ったわけですが、過去 100 年間に琵琶湖の平

均水位は 90cm ぐらい低下しています（スライド①-１０）。 

もう 1つは内湖面積の減少です。水位の低下とともに内

湖が非常に干拓しやすくなり、田んぼに変えられていった

わけです。この黒い部分が消失した内湖です。1940 年ま

での面積は約 29 ㎢だったものが現在は 4 ㎢前後になり、

85％以上の内湖が消失しました（スライド①-１１）。 

それに伴いヨシ帯の面積も非常に小さくなっています。

1948 年に航空写真で推定したヨシ帯の面積は 5 ㎢あった

のですが、現在琵琶湖側に 1.3 ㎢、内湖に約 2㎢で、合計

3 ㎢ぐらいしか残っていません。5 分の 2 ぐらいのヨシ帯

がなくなりました（スライド①-１２）。 

しかしながら、そのヨシ帯に依存している魚の数は決し

て少なくはありません。これは琵琶湖固有種、在来種、そ

れから外来種でヨシ帯を利用する魚をグリーン、利用しな

い魚を赤で示したものです。半分以上の在来種が一生の中

で何かしらどこかでヨシ帯を利用しています。問題は、オ

オクチバスやブルーギルのような外来種も多くがヨシ帯

を利用しているところにあるわけです（スライド①-１３）。 

これは琵琶湖の在来魚の回遊様式ですが、産卵に伴い琵

琶湖とどこをどのように移動しているかを示した模式図

です。全部で八つのパターンがあります。 

1 つは琵琶湖の中、それから琵琶湖と内湖、内湖からさ

らに上がって田んぼ、あるいは内湖で定住するもの、それ

から琵琶湖から流入河川に上がるもの、それから流入河川

で一生を送るもの、あるいは大阪湾まで出て上がるものと

いるわけですが、この八つのパターンのうちの四つまでが

琵琶湖と内湖、あるいは琵琶湖の周りの田んぼを利用する

魚類であったわけです（スライド①-１４）。 

では琵琶湖の周りの田んぼでどのようなことがあった

かといいますと、非常に大きいのが灌漑様式の変化です。

昔は山に降った雨が上の田から下の田を伝って琵琶湖に

入っていたのが、今は琵琶湖の水をポンプアップし、使用

後の水は排出するということで、用排水が分離されていま

す（スライド①-１５）。 

その結果、用水はポンプで上げるので魚は上がれない。

排水はこのように、田んぼと水路との間に 1m ぐらいの段

差があるために、魚が上がろうと思うとこういうパイプを

くぐって上がらなければいけないというわけです。昔はこ
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のようにちょっとくぐれば上がれるという状態だったの

が、上がれなくなってきている（スライド①-１６）。 

これは長野県の事例ですが、これが圃場整備をしたとこ

ろ。これが未整備のところですが、種数で大体 5 分の 1、

個体数では大体 10 分の 1 に魚種が減少しています（スライ

ド①-１７）。 

その結果として、かつては琵琶湖のゲンゴロウブナ、ニ

ゴロブナという固有種は、ヨシ帯で産卵し、さらに内湖、

田んぼに上がり、そこで大きくなって、繁殖していたのが、

今はこの限られたヨシ帯でしか繁殖できない状況になっ

ているわけです（スライド①-１８）。 

それともう一つは、先ほどご説明しました水位（瀬田川

洗堰）操作規則の制定の問題があります。1992 年に琵琶

湖の水位操作規則が制定され、6月になると水位を下げて

しまうように変わりました。1996 年の大体 4 月から 8 月

まで調査したフナ類の繁殖期を見ますと、4月と 6月でも

う産卵期を終えてしまう。ところが 40 年前は 4 月から 8

月まで産卵期があり、特に 6月、7月に非常にたくさん産

んでいたわけです（スライド①-１９）。 

現在はどのようになっているかといいますと、これは 1

月から 6月の琵琶湖の水位ですが、黒が操作規則制定以降

の日平均水位、グリーンが操作規則制定以前の過去 30 年

間の日平均水位の変動です。4 月、5 月に水位が上がるの

ですが、操作規則制定後は6月15日に琵琶湖水位が－20cm

まで下がってしまいます。操作規則制定以前は 6月、7 月

に雨が降ると、水位が上がっていたのですが、現在はこの

時期に水位が上がらなくなっている。そのために産卵しな

くなり、今までは 4 月から 8 月だったのが、現在は 4 月、

5 月に産卵期が短くなっているという現象が起こってお

ります（スライド①-２０）。 

このわずか 20～30cm の差がどうも影響しているようで

す。なぜそのようなことが起こるのかというと、ヨシ帯は

琵琶湖の水位が 1m 下がるとほとんど干上がってしまい、

穏やかな傾斜のところでは水位変動の影響を強く受ける

からです。干上がってしまうと魚が卵をヨシ帯に産むこと

ができなくなるということです（スライド①-２１）。 

もう 1つ忘れてはならないのは外来種の問題です。通称

ブラックバスとブルーギルですが、これは私どもが琵琶湖

周辺の湿地帯の内湖で採集した魚類の全個体数に対する

ブラックバス、ブルーギルの個体数割合を示しています。

100％がブラックバスとブルーギルですと、在来種の種数

は減ります。ブラックバスとブルーギルの割合が少ないと、

在来種の数は多いという結果が得られています。つまり在

来魚の種数は外来魚の多い内湖ほど少ないということで

す。もっとも外来魚が多くても在来魚の種数が多い内湖も

あるというのが、ある面救いではあります（スライド①-２１

～２２）。 

これらをまとめますと、琵琶湖の生物多様性、今日は特

に魚類についてお話ししましたが、その減少の要因は、ま

ず沿岸部の面積の減少、それは琵琶湖の長期的な水位低下

と内湖の干拓、それから二番目が生物の移動経路の分断で

す。一つは圃場整備で、今日は時間の関係でお話しできま

せんでしたが、やはり湖岸の建設についてもかなり影響が

あると言われております。三番目が水位操作規則制定によ

る水辺変動パターンの変化。四番目が外来魚の捕食、競争、

交雑による遺伝子汚染。五番目が富栄養化、あるいは有害

物質の流入。五番目についてはお話ししなかったのですが、

このようなことが言われているわけです（スライド①-２４）。 

それではどうしたらいいのかということで、特に湿地、

ヨシ帯についてはいくつかの施策が行われております。こ

ちらが滋賀県、こちらが国その他です。滋賀県では 1992

年にヨシ群落保全条例を立ち上げております。2000 年に

琵琶湖の総合保全計画を立ち上げ、2002 年にはヨシ群落

保全条例の改正を行っております。 

一方、国では 1992 年に瀬田川洗堰操作規則が制定され、

1993 年にラムサール条約に琵琶湖が登録されております。

それから 1997 年に河川法が改正され、河川整備の目的に

治水と利水の他に環境が加わったわけです。2002 年には

自然再生法、また、2004 年には今日お話がございます都

市再生プロジェクトが立ち上がっております（スライド①-

２５）。 

ヨシ群落保全条例ですが、2 つのことをやっています。

1つは地域指定です。ヨシ群落の保護区域、保全地域、普

通地域を指定し、ここで人為的な改変、例えば埋め立てな

どはやってはいけませんよ、ということを決めております。

もう 1つがヨシ群落の新たな造成、維持管理を行っていま

す（スライド①-２６）。 

もう 1つ滋賀県では琵琶湖総合保全計画「マザーレイク

21」を 1999 年から立ち上げており、その第 1 期の 2010

年までの目標として、生物生息空間をつなぎ、ネットワー
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ク化するための拠点の確保というものを事業として行っ

ております（スライド①-２７）。 

今度は国ですが、国土交通省琵琶湖河川事務所は、コ

イ・フナ類の繁殖に配慮した琵琶湖の水位操作の試行を平

成 15 年からやっておられますが、平成 16 年の成果を踏ま

えて 17 年は治水に配慮し、洗堰操作規則は 6月 15 日から

は琵琶湖水位－20cm としているのを少し低めにし、この

範囲内で水位を操作することで、魚類の繁殖に配慮した水

位操作の試行をされています。ただ 6月以降は水位が低い

状態には変わりはないわけです（スライド①-２８）。 

もう 1 つ琵琶湖河川事務所が実施されていることとし

て、琵琶湖と田んぼをつなぐ試みをされています。水位が

下がると、琵琶湖の中の窪地が干上がり、そこで魚の稚魚

が死んでしまうので、琵琶湖とつないだり、あるいは琵琶

湖の魚が上流の田んぼに上がれるように色々仕組みを作

っています。それでいいお米を作り、それを環境こだわり

米として売るということで、地元の NGO と一緒に活動をし

ておられます（スライド①-２９）。 

このように生物多様性保全に何をすべきかといいます

と、行政の役割というのは決して小さくはなく、ある意味

事業は必要になってくるわけです。その場合に重要なこと

は、自然が自然を造るのを助けるという事業をしていく必

要があるということです。それから規制、インセンティブ、

補助金や減税などが必要になります。 

それと住民の皆さんには地域に根付いた保全活動があ

ります。その時に、どうしても我々が自然を守るといった

時に何かしなくてはいけないと思うわけですが、「何かし

なくてはいけない」ということと、「しない」ということ

の両方が必要になってくる。特に放流については、「しな

い」ということが極めて重要になってきます。 

それから研究者あるいは技術者集団としては、科学的根

拠に基づいた保全手法、技術の確立が重要になってきます。

その時に非常に重要なのは順応的管理であり、ある仮説と

目標に基づいて事業計画を立て、事業の中で生態系の状態

をモニタリングすることで仮説を検証する。これを PDCA

サイクルと言うわけですが、何か事業を行う時に、うまく

いけばそれをもう一度フィードバックすれば良いし、うま

くいかなければ、なぜうまくいかなかったかをきちんと解

析したうえで、もう一度今度は新たなフィードバックを行

うことが重要になってくるということです（スライド①-３０

～３２）。 
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  リレー講演② 

 

水生植物からみた琵琶湖・淀川の現状と課題 

神戸大学理学部生物学科教授 

角野 康郎氏 

 

神戸大学の角野です。よろしくお願いします。 

琵琶湖・淀川流域の生き物のことが話題になる時、魚や

貝類、あるいは植物でもヨシなどはよく話題になるのです

が、水生植物が話題になる場合は、例えばオオカナダモが

琵琶湖で異常繁茂しているとか、あるいは淀川でウォータ

ーレタスが異常繁茂しているといったようにトピック的

に取り上げられることが多いのが実状です。それでは最初

に、水生植物とはどのようなものなのかをごく簡単に説明

しておきます。 

水生植物は水草とも言いますが、狭い意味での水生植物

と言った場合は、まさに水域に生きる植物です。その中に

はヒシのような浮葉植物、クロモのような沈水植物、そし

てここにボタンウキクサを出していますが、浮遊植物、そ

してヨシのような抽水植物というように分けられます。こ

れらが狭い意味での水生植物です（スライド②-２：p２７リレ

ー講演②パワーポイント集参照）。 

ところが少し範疇が違うのですが、琵琶湖でも淀川でも

水位が上昇したときに、冠水するような湿地に生えている

植物があります。これは琵琶湖・淀川流域では「原野の植

物」といった特有の呼び方をしており、これはその代表の

ノウルシという植物です。原野の植物の中には絶滅危惧種

が非常に多いことや、氾濫原を特徴づける植物ということ

で、興味深い問題もたくさんあるのですが、今日は時間の

関係で狭い意味での水生植物に話を限って進めたいと思

います（スライド②-３）。 

現在、琵琶湖・淀川水系の水生植物で何が起こっている

のかということです。 

1 つは水生植物が増えているということがあります。た

だし増えているといっても、どんな種類でも増えているの

ではなく、特定の種類が増えているという現象です。例え

ばこれは琵琶湖の南湖における沈水植物の分布状態です。 

かつて南湖は全域に沈水植物が生育していました。1994

年は、その前の富栄養化などの影響を受けて、沈水植物は

衰退してわずかにしか残っていなかった。1994 年は異常

渇水の年だったのですが、それ以降だんだん増えています。

これは 2000 年の状態ですが、現在はさらに増えています。 

このように沈水植物が増えるのは結構なことではない

かという評価もありますが、かつて南湖に沈水植物が繁茂

していた時代との違いがあります。それは、かつてはいろ

いろな種類が南湖に生育していたわけですが、現在、黒く

塗りつぶされているところに生育している種類は、こちら

の写真のようにクロモやオオカナダモといった特定少数

の種類だということです（スライド②-４）。 

同じようなことが淀川でも見られ、一部の種、特に外来

の水生植物が異常繁茂している現状があります。オオカナ

ダモや、写真のホテイアオイ、ボタンウキクサ、それと在

来種ではクロモなどが増えています（スライド②-５）。 

これはウォーターレタスが異常繁茂し、毎年のように新

聞に掲載される淀川の城北わんどの状態です。ご覧のよう

にびっしり生えていて、フェンスで止めていても効果がな

く、本川に流れ出しているという状態です。このように一

部の種が非常に増えるという現象があります（スライド②-

６）。 

ところが一方で種の多様性という観点から見ると、非常

に減少している。つまり絶滅危惧種とされ、消えてなくな

る種類が大変増加しています。かつては普通に見られた水

草が姿を消してきました。 

例えばここにトチカガミとガガブタの写真を載せてい

ますが、これらは私が学生時代の 30 年近く前ですと、琵

琶湖の港の桟橋のあたりにはごく普通にあった水草でし
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た。ところが今ではこういった種類を探そうと思っても、

どこへ行けばあるのだろうか、という状況になっています。

その他にも琵琶湖・淀川流域から姿を消した水草は、十数

種類に及びます（スライド②-６）。 

このように種の多様性全体としてはどんどん減ってい

る。多くの水草が姿を消しているという現象がある一方、

特定の種類は異常に増えるという、相反する現象が起こっ

ています。この点について、琵琶湖ではある程度具体的な

調査資料がありますが、淀川では全くないのが現状です

（スライド②-７）。 

それで、話として具体的な方が良いと思いますので、琵

琶湖・淀川からは少し離れるのですが、私自身が調査をし

ました兵庫県加古川の例を紹介して、最後に琵琶湖・淀川

の話に戻りたいと思います。 

加古川は兵庫県の播磨灘に注ぐ河川で、兵庫県では一番

長い川です。この加古川の源流から河口までに 23 調査地

点を設けて、1987 年に調査を行いました（スライド②-８）。 

1987 年は、それ以前の断片的な文献から見ると、水生

植物が既に衰退を始めていた時代なのですが、それでも上

流には清流のシンボルと言われるようなバイカモが群生

している状態が見られました。その他の水草の種類も非常

に多かったわけです（スライド②-９）。 

ところがその後、どんどん減っていくわけです。例えば

11 年後の 1998 年にもう一度調査をしました。これは主な

種類について生育量がどれぐらい減ったかいうことを示

していますが、オオカナダモでは 3分の 1 近くになり、ク

ロモやササバモ、これは河川ならごく普通の種類ですが、

それも激減と言っていい状態になっています。ホザキノフ

サモのようにどこにでもある種類であまり減っていない

種もありますが、多くの種類が減少しました。そして既に

消滅した種類も数種類ありました（スライド②-１０）。 

さらにその後の状況も見ようということで、2003 年に

もう一度調査を行いました。このグラフの凡例として、青

いのが 1980 年代、赤紫が 1990 年代、黄色が 2000 年代の

調査地点毎の出現種数を表しています。 

場所によっていろいろなパターンがあるのですが、多く

の種類、例えばこの St12 にみられますように、年を経る

にしたがって種類が減少している。St16、17 はそのよう

な典型例です。このようにどんどんと種類が減少するとい

う実態がありました（スライド②-１１）。 

これを生育量で見ますと、さらに極端です。これは出現

頻度の合計と書いていますが、これは生育量と思ってくだ

さい。1980 年代にこの青いバーが非常に突き抜けている

のに対し、ほとんどの調査地点で 1990 年代、2000 年代に

なると減っています。この St15 番だけは例外で、これは

湧水があるところで特殊な例です（スライド②-１２）。 

ところが、1990 年代に一旦減ったのに、2000 年代にな

ると黄色のバーが増えているところが何地点かあります。

なぜこういうことが起こったのかというと、実は南米産の

外来種であるオオカナダモが異常に増えており、1980 年

代よりも増えているという実態がありました。これが水草

全体の生育量を増加させているという事態を招いていた

わけです（スライド②-１３）。 

これは支川の場合ですが、オオカナダモが異常繁茂して

いる例です。このように加古川でも多くの種類が消滅もし

くは減少する中で、ごく一部の種類、具体的にはオオカナ

ダモが異常繁茂している現象が見られました（スライド②-

１４）。 

つまり、消滅あるいは減少する種の増加と、一部の種、

特に外来種の増加ということがあります。この現象は各地

で共通に見られる現象であり、琵琶湖・淀川流域でも同様

の傾向がありますし、全国の他の河川あるいは湖沼でも見

られる現象です（スライド②-１５）。 

どうしてこのようなことが起こっているのかというこ

とを考えてみます。また加古川に話が戻りますが、調査地

点で水草が減少したその原因が、明らかに判る場合があり

ます。 

例えばこのスライドで川がこちらへ流れているのです

が、この上手に加古川大堰ができ、そこで取水するように

なった結果、それまでは流量が川幅全域にあったものが、

夏になると慢性的な渇水状態になる。大堰ができる前には、

水生植物が群生していたのですが、今はなくなったという

事例です。こういう場合は原因がはっきりと判ります。 

あるいは護岸工事をしたために、河川の構造が非常に単

純になり、水生植物が消えたというように、原因が明確な

場合もあります（スライド②-１６）。 

一方、この場所のように見た目は 20 年間ほど全然様子

が変わっていない場所があります。もちろん 20 年間に何

度も大きな出水があり、浸食、堆積を繰り返してきていま

す。しかし河川の水草は出水で流失しても、どこか避難場
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所に逃れており、そこから回復するといったことを繰り返

してきたわけです。ですから、このように全くなくなると

いう状況はなかったわけです（スライド②-１６）。 

ところが最近は水生植物群落の回復が全く見られない

場所があり、この原因は何なのだろうかということで、ま

ず水質に着目してみました。 

これは BOD の変化ですが、少し変動はありますが、BOD

は改善傾向にあります。データは示しませんが、窒素やリ

ンの量も年々減少してきております。それを見事に表すの

が、この電気伝導度を測定した図です。これは電気伝導度

を源流から河口まで測ったものを、1980 年代から 2000 年

代までそれぞれの 3つの折れ線グラフで示しています。 

加古川は上流の山間部から人間の居住地域になるにし

たがって電気伝導度は上がっていき、中流域では地場産業

である染色産業の排液が流れ込んでいたため、このように

非常に高いピークがありました。その後河川の自浄作用で

電気伝導度が下がるというのが、かつての加古川の姿でし

た。ところが 2003 年になると、このピークが全くなくな

りました。このような例からも、一般水質は明らかに改善

傾向にあると言えます（スライド②-１７～１９）。 

それでは水草群落の衰退、一部の種が消滅について、一

般水質は改善の兆しがある中で、どのようなところに原因

を求めるのかということです。 

一つは物理的環境の変化として、護岸工事、多自然型川

づくりも含めて、河川の構造が単純になっています。かつ

ては河道の中にも蛇行があり、入り江状、湾状のところが

ありましたが、それがなくなってしまいました。仮に出水

が起こると、簡単に水草は流されてしまい、回復が不能に

なることがあります。それと加古川の場合は大堰の稼働と

いったこともあるわけです。このような物理的環境の変化

もありますが、これだけでは説明ができないところが多く

あります。 

私が注目しているのは、微量有害物質の影響の可能性で

す。この微量有害物質にはいろいろなものが含まれますが、

私が念頭に置いているのは、除草剤をはじめとする農薬や、

色々な重金属類、最近ですと環境ホルモンといったもので

す（スライド②-２０）。 

最近、過去の記録の発掘によって、1960 年代から 70 年

代にかけて、全国の多くの湖沼で水生植物、特に沈水植物

が衰退したことが裏付けられています。この 1960 年代か

ら 70 年代はいわゆる公害が騒がれ、湖沼や河川で富栄養

化が進行する少し前になります。湖の水生植物が衰退した

のは富栄養化が原因だという説があったのですが、どうも

富栄養化が顕在化する前から水生植物の衰退が始まって

いたことが、最近新たに注目されるようになりました。 

ではこの時代に何が起こっていたかというと、農薬や合

成洗剤などに含まれる界面活性剤などが多量に河川や湖

に流入するようになった時代と見事に符合します。 

こういった農薬をはじめ、諸々の環境ホルモンと言われ

る物質、影響が未知の化学物質が現在もどんどん流入して

います。このような中で多くの生物が、私が話している水

生植物や水生昆虫を含めて姿を消しています。まさに沈黙

の春は続いているという状況と言えると思うわけです（ス

ライド②-２１）。 

それではなぜ一部の種が異常に繁茂するのかについて

ですが、一般水質は改善傾向にあると言っても、非常にき

れいになったわけではありません。特に淀川や琵琶湖の南

湖などはまだかなり高い栄養塩レベルです。これは富栄養

を好む種類にはほどよい栄養塩濃度が維持されているわ

けです。 

それと微量有害物質の影響はどうなのかということで

すが、これはあくまで仮説ですが、微量有害物質に対する

耐性、あるいは影響を回避するような種類が生き残ってい

る、また繁茂しているのではないかというのが私の推測で

す。 

有害物質の多くは水の中に流れ込んでくるのですが、そ

の多くは最終的に底泥に蓄積します。例えばウォーターレ

タスやホテイアオイのような浮遊植物は水の中から栄養

塩類を吸収しますので、底泥の影響を受けません。あるい

はオオカナダモなども栄養塩類は根ではなくて主に水中

から取ることが判っています。 

ですから、微量有害物質に耐性を持つような種類が増え

ているのではないか。もしかすると最近問題になっている

除草剤抵抗性の種が現れているのかもしれない。まだ本当

に実証されたわけではないですが、このようにして種の消

滅と一部の種の繁茂という現象が説明できるのではない

かということを考えています（スライド②-２２）。 

このようなこと踏まえ、最後に琵琶湖・淀川流域の課題

を 2つほど述べたいと思います。 

一つは農薬などの微量有害物質の流入について、こうい
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うものが入っているというデータはありますが、影響が十

分に解明されていません。今まで調べられてきた窒素、リ

ン、BOD といった一般水質に加え、微量有害物質も監視項

目に加える必要があるのではないかということです。農薬

などは例えば月 1 回といった調査を漫然としていても引

っ掛かってきません。田植の時や雨が降った時に一気に流

れ込みます。やはり調査をする以上、農薬などが検出でき

る調査をしなければならないということ、それともし可能

であれば、琵琶湖・淀川流域の底質にどの程度微量有害物

質が蓄積しているのかについても調べていただければと

思います（スライド②-２３）。 

もう 1 つはやはり水質の一層の改善が必要であると思

います。水質の改善には技術面での改善や施設面での改善

も必要ですが、より広い視野から考えると、健全な生態系

の機能を支える環境復元を視野に入れる必要があるので

はないかということです。 

例としてヨシ帯の再生を挙げていますが、ヨシ帯に限ら

ず、水生植物は様々な生態系の機能を持っています。水質

との関係を見ると水質浄化作用、あるいは水質を安定させ

る機能を持っています。このような健全な生態系まできっ

ちり機能するような、これからの琵琶湖・淀川のグランド

デザインといいますか、将来の構想は生態系全体を視野に

入れて考えていかなければならないのではないかと思い

ます。 
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リレー講演②  パワーポイント集 
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  リレー講演③ 

 

淀川における生態系の保全と復元 

大阪工業大学工学部都市デザイン工学科教授 

綾 史郎氏 

 

大阪工業大学の綾でございます。 

前のお二人の先生のご専門は生物だったのですが、私は

土木出身で、主に河川工学をやってきました。今日、なぜ

生態系の保全と復元といった話をするのかというと、大阪

工業大学は城北わんど群のそばにあり、このわんどは淀川

の下流の中ではかつては一番すばらしい場所だと言われ

ていたところですが、そこに 15 年ほど前に赴任しました。

そのころから河川工学の中でも河川環境が非常に流行に

なり、とてもいい研究材料がすぐそばにあるということで、

城北わんど群の研究を始めたということです。 

私自身は生物が専門ではないので、先ほどのお二人の先

生と違って非常に荒っぽい話になります。河川工学ですの

で、水と砂を相手にしています。生物から見た水と砂の動

きがどのように変わってきたのか、それをもとに戻し、生

物が棲みやすい水と砂の動きにするにはどうしたらいい

のかということを今日はお話しさせていただきたいと思

っております（スライド③-１：p３５リレー講演③パワーポイン

ト集参照）。 

淀川本川の生物的なことを概略で言いますと、上に琵琶

湖という大湿地帯があり、真ん中あたりに、今は干拓地と

なり、京都市の南部住宅地や農地となっていますが、巨椋

池があります。それから大阪平野、これは河川中下流の大

氾濫原ですが、この 3つの湿地帯を結ぶ河川、流れ場が淀

川です。それと忘れてはならないことは、淀川は大阪湾に

注ぐ大河川であり、大阪湾にとって重要な汽水域を構成し

ています。生物的な面から見ますと琵琶湖をはじめとする

止水域の生物と河川という流水域の生物が両方混在して

いるのが淀川本川の大きな特色であると思います。ここに

赤い枠で囲ってあるのは、私の好みで挙げた重要なハビタ

ットですが、一番下流から十三干潟、これは汽水域であり、

大阪湾と淀川にとって重要な汽水環境になっています。そ

れから城北わんど群、皆さんにご心配いただいております

が、イタセンパラ、アユモドキがいるところです。それか

ら鵜殿、ここは 1000 年続くヨシ原で、河岸原野が非常に

発達していたところです。次に鵜殿の対岸に楠葉というと

ころがあり、ゴルフ場があるところですが、その地先に淀

川本川にとって唯一の大型砂州のような状態があり、非常

に河川らしい環境が保たれているところです。私はこの中

でどこが一番好きかと聞かれますと、ここが一番好きです。

この 4つを題材にして、どのような変化が起こり、それに

対して我々がどのような対応をしているのかを少しお話

しさせていただきたいと思います（スライド③-２）。 

昨年あたりから城北わんど群などに外来魚であるオオ

クチバス、ブルーギルなどがたくさん出てきていることや

今年の夏にはイタセンパラの稚魚が発見されなかったと

いうことが新聞で報道されており、淀川の生態環境が変わ

ってきているという話がされています。私はこれ以前に生

態環境が変わってきた、あるいは危機的な状況になってき

たのは、1960 年代から始まると思っています。1960 年代

は公害の時代ということもあり、非常に水質が悪化し、生

物環境も悪化した状態でした。その後 1970 年代にはわん

ど群が減少しました。わんど群とは冒頭の写真にありまし

たが、淀川本川の岸側に池のような状態で並んでおり、造

ろうとして造ったものではありませんが人工構造物です。

この1つ1つの池のような水域をわんどと呼んでおります。

1980 年代になり、洪水撹乱の減少があります。河川は洪

水によって洗掘や堆積を繰り返していますが、このような

影響を受けながら、それに適応した生活史を持っている生

物が生息しているのですが、洪水撹乱が少なくなり、河川

の生物にとっては非常に棲みにくくなってきたのが 1980
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年代、2000 年代ということです（スライド③-３）。 

このような環境の変化に対して、何とか元に戻そうとい

う動きは 1970 年代から運動は進んでいたのですが、1997

年の河川法の改正が一大契機となります。冒頭に宗宮先生

からご紹介がありましたが、1997 年から淀川環境委員会

で自然環境の復元目標の検討をはじめ、2002年3月に1960

年代の環境の復元を提言しました。そうしますと、水質的

には非常に悪かった 1960 年代が目標ではおかしいのでは

ないかという異論が出そうですが、物理環境、いわゆる水

と土の流れといった生物の棲息舞台は 1960 年代ぐらいま

でが非常に良かったので、ここを復元目標に取組んできま

した。しかし、最近外来種の話が出て、特に外来種対策が

行われることになってきています（スライド③-２０～２６）。 

外来種対策の一環としてわんどの干し上げ実験を今年

実施したのですが、恐らく時間が足りないので、割愛させ

ていただくことなると思います（スライド③-２７～３４）。 

これは大阪府水生生物センターで整理していただいた

資料ですが、1930 年から 90 年までの枚方地点の水質の変

化と水生生物センターの前身の淡水魚試験場が行った魚

類の全川調査で確認できた魚種数の変化を赤線で書いた

ものです。水質は白丸が COD マンガン、黒丸が BOD を示し

ています。淀川中で魚類を調査すると、大体 50～60 種類

ぐらいの魚種が確認されるのですが、1960 年代から 70 年

代の 10 年間に限っては 20～30 種類と、約半減してしまっ

たことになります。ちょうどこのころ、イタセンパラが確

認できなくなり、絶滅したのではないかと言われていた時

代であり、この時代を私は最初の生態系の危機と言ってお

ります（スライド③-４）。 

これは淀川水系の幾つかの地点での BOD の経年変化を

示したものですが、ご承知のように BOD で示される淀川の

水質は改善されてきています。皆さんよくご存知のように

桂川の最近の水質は非常にきれいになってきており、淀川

本川の水質も良くなってきています。現在では BOD では

2mg/L を切るぐらいの値であり、非常に良好な状況になっ

てきました（スライド③-５）。 

次に 1970 年代に始まった河川の断面形の変化の話です

が、同時期に琵琶湖では琵琶湖総合開発が行われました。

下流では皆さんもよくご承知のとおり、淀川本川の流量改

定、工事実施基本計画の改訂が行われ、それまでの計画高

水流量、河川の疎通能力を 6,950 ㎥/秒から 12,000 ㎥/秒

に増加させるための河道改修が行われると同時に、公園利

用のために河川敷を嵩上げ整備するということが並行し

て行われました。 

その結果、この黒線が 1960 年代の断面形、それから 70

年代以降は赤線で書いた断面形になりました。1960 年代

以前は水位がこの辺にあり、洪水になるとこの黒い線のあ

たりまで水が上がってきていた。またこちらのところは河

道内ではありますが、いわば氾濫原になっていたわけです。

ここで氾濫原と申しましたのは、普段は水は流れませんが、

洪水になると水が流れて、河川の撹乱が起こり土砂が流れ

る、あるいは植生が剥ぎ取られるといったことが起こりま

す。それと同時に、この窪んだ場所は一時的水域と呼ばれ、

河川の魚類にとっては非常に重要であり産卵などによく

使われます。ここは恒常的に水域になっているのですが、

こういうところがわんどになっていました。ところが

1970 年以降の赤い断面形に変わってしまうとどうなるか

というと、公園利用のために 10 年に 1 回程度しか水が来

ない高さまで地面高を嵩上げしました。冠水帯の面積がど

うなったかというと、昔これだけあった面積がこの斜面の

部分でしか冠水帯がなくなり、非常に冠水帯が減りました

（スライド③-６）。 

実際にどんな形になっているのかを見ますと、これは枚

方付近で、これは枚方大橋です。こちらに立派な河川公園

ができており、対岸はゴルフ場です。上の写真は 1968 年

のこの工事が行われる前のものですが、こういったところ

に四角いものが見えます。これがいわゆるわんどやたまり

と呼ばれるものです。このあたりのわんどは恒久的水域、

河川のそばにありいつも水がある。しかし水としては動か

ない、止まった水がありますが、河川とわんどの間の水交

換は非常に大きいということです。ここに白い線が見えて

いますが、これは常時水が流れる低水路河道は曲がってい

ますが、洪水の時には水は真っ直ぐ流れるので、ここに流

速の大きいところが生じ、植生が剥ぎ取られたところです。

ここに水制がありますが、この水制の前後はよく局所洗掘

が起こり、この辺に窪みができる形で水たまりができ、こ

こが一時的水域になってくるわけです。これは芥川という

川が入ってきている支川の合流部ですが、わんどもたまり

もあるといった良い環境であったのですが、2001 年の写

真では青々と植生が茂っているというような環境に変わ

ってきているということです（スライド③-７）。 
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では洪水になって水を被るいわゆる冠水域、一番河川ら

しい生息環境を持つ場所ですが、その面積がどれぐらい変

わったのかについて見ると、以前は 900ha ぐらいあったも

のが、現在では 200ha と激減しました。特に緑色の部分は、

平均年最高水位から上から 8 番目までの水位で冠水する

場所で、この辺が非常に減少しているということがわかり

ます。水色の部分は、低水路を拡大したので常に水がある

ところになっており、また黄色の部分は嵩上げをして公園

になり、10年に1回も水に浸からないというところです。

河川の生物が利用できるところはこの冠水域だけとなり

ました。先ほど言いましたが、このような断面形を作ると

すぐに深くなるので、浅い水域が非常に減ってきているの

が、これを見てもお判りいただけると思います（スライド③

-８）。 

このような改修が 1970 年代に進行し、1980 年代に入る

と最後の総仕上げということで、淀川大堰が建設されまし

た。これは現在の淀川大堰の写真、こちらが建設当時の淀

川大堰の写真です。ここの三門が実はここの三門。こちら

側が下流です。その当時、淀川大堰に代わる前には長柄可

動堰というものがありました。ここにある非常に狭い、今

の半分もあるかないかぐらいの堰でした。こちらに砂州が

あり、この砂州の部分は何もしていないので、大出水が起

こると可動堰の横を乗り越え、水が新淀川の方に流れると

いう形になり、それによって洗掘されたたまり、一時的水

域ができた跡です（スライド③-９）。 

淀川大堰が完成したのが 1983 年ですが、その後どのよ

うなことが起こったかというと、これは 1 年の最高水位を

黒線、最低水位を青線で書いています。この間のグラフは

8日水位や豊水位、平水位など皆さんおなじみの水位が書

かれています。この図から何がわかるのかというと淀川大

堰が稼働を始めて、水位が 0.5m ほど上がるとともに、洪

水でも全然水位が変わらなくなった。年間の水位変動はわ

ずか 1m 以下になりました。淀川大堰建設前はこれが 2.5m

ぐらいあったのですが、それぐらい減ったということにな

ります（スライド③-１０）。 

これは非常におもしろい図ですが、枚方の流量を赤線で

示し、青線で城北付近の毛馬という淀川大堰の上流地点の

水位を示しています。毎秒 4,500 m3 の出水、これは 10

年に 1度よりももっと頻度の少ない出水ですが、それぐら

いの出水ですと毛馬で水位が 1m ぐらい上がります。とこ

ろが 2,500m3 の出水、これは大体年最高流量ぐらいですが、

これでは全然毛馬の水位は変化しないということが起こ

っています（スライド③-１１）。 

一方、上流の鵜殿では逆に河床低下による水位の低下が

起こりました。ここに書いていますが 2m ぐらい水位が低

下し、鵜殿のヨシ原は冠水しなり、ヨシ原がオギやセイタ

カアワダチソウにとって替わる、あるいは河岸原野のノウ

ルシの写真をいただきましたが、そういう植物が非常に衰

退していきました（スライド③-１２）。 

では、その対策としてはどんなことが行われているのか

についてですが、実行中、計画と素案、素案は私の案ある

いは環境委員会のメンバー等で話し合っている案ですが、

先ほど申しあげた横断形状の改善、なくなったわんど、干

潟の再生、また、淀川大堰によって位況が変わってきまし

たので元のような洪水撹乱を起こすというようなことま

では実行されているのですが、ここはあまり大きなところ

まではいっていません。構造的なものを改善するのは割と

うまくいったのですが、流れの状況といいますか、人の利

用が関わってくる話になると、なかなか改善できないとい

うことで、本川下流の流況・位況を改善するということは

非常に難しいという状況にあります（スライド③-１３）。 

水位操作実験、ワンド復元の写真、鵜殿の切り下げ実験、

あるいは干潟を作った実験などの事例が色々あります（ス

ライド③-１４～１９）。 

このようなものを作っても限界があることが判ってき

ましたので、新しい川でも掘って、城北わんど付近に沿っ

て新しい流れ環境を作ろうかとか、また、新中津川という

新淀川に新しい川を作って汽水域を復元したらどうかと

いう素案も出ています（スライド③--３５～３６）。 

最後になりましたが、これは外来植物や外来魚などの外

来種の話を残しているということでございます（スライド

③-２０～３４）。 

申し訳ございませんが、時間になりましたので、このあ

たりでまとめとさせていただきたいと思います（スライド

③-３７～３８）。 
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  リレー講演④ 

 

水道事業からみた琵琶湖・淀川の課題 

大阪府水道部水質管理センター所長 

服部 和夫氏 

 

水道事業という観点から、淀川と琵琶湖の課題を私なり

に整理してきましたので、ここでお話させていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

本日の私の話しの中味は 4 項目に分けられます。水質に

係わる水道の過去から現在、それから水道事業者がどう取

り組んできたのかを私の所属する府営水道を例にしてお

話します。次に、新たな課題、今何が起こっているのか、

そしてさらにより良質な水道水を求めてといった、少し大

げさな話になるところもありますが、我慢して聞いてくだ

さい（スライド④-２：p４６リレー講演④パワーポイント集参照）。 

水質に係わる水道の過去から現在についてですが、水道

の水処理に携わっている観点から、それを長期的な水質の

汚濁と短期的、時間的な水質汚染といった形で分けてみる

と、長期的な水質汚濁は、水処理障害としてのアンモニア

濃度の問題、あるいは臭いの問題、トリハロメタンの問題

といったものがありました。 

短期的、時間的に汚染が起こるようなもの、これは突発

的な水質汚染、事故ということであります（スライド④-３）。 

淀川は大都市域を流れており、これは言い古された言葉

でありますが、都市型の繰り返し利用型河川が持っている

課題を、水道事業者は過去から現在にかけて持ってきたわ

けです。 

これは BYQ レポートの 13 巻から取ってきたのですが、

一度おさらいという意味で、浄水施設が琵琶湖・淀川流域

にどれくらいあるのかというと、160 カ所ぐらい、この黒

い点と白い点が浄水施設のようです。私の所属する村野浄

水場はこのあたり、淀川の三川が合流し少し下流の枚方市

というところにあります（スライド④-４）。 

この浄水施設に下水施設を赤で示し、屎尿処理施設を青

い色で示すと、このようになります。これも BYQ レポート

から取ってきた図であり、それに私が赤い点と青い点を入

れました。60 数カ所の下水施設と屎尿処理施設があるよ

うですが、これは大都市圏を流れる河川ということで当た

り前といえば当たり前です。 

先ほど言いました長期的な水質の変動と水源の水質事

故についてお話します。（スライド④-５～６）。 

水質課題の主な変遷について、この赤字で示しているの

が我々水道事業者にとって深刻な問題になった部分であ

ります。アンモニア、BOD などの生活系の汚染の上昇は昭

和 30 年、1955 年代以降、そして琵琶湖での異臭、かび臭

が 1969 年、トリハロメタンの問題が 1981 年、1990 年以

降は農薬、耐塩素性原虫であるクリプトスポリジウムとい

ったものが私たち水道事業者の水質課題になるかと思い

ます（スライド④-７）。 

これは私たち水道事業者で構成する淀川水質協議会の

パンフレットに、大阪市の水道局さんが提供されている図

です。大阪市さんは明治の時代から水道ができあがってお

り古いデータをお持ちですが、ちょうどこのあたりで水質

が汚れてきます。1960 年、70 年代とかなり長期的な水質

変動が見てとれるわけです（スライド④-８）。 

このあたりの赤で示してところを少し拡大しますと、こ

れは大阪府水道部が調べている分ですが、1963 年から去

年までのデータが入っています。鳥飼大橋付近にある浄水

場と村野浄水場の原水を示していますが、1970 年代後半

にアンモニアの濃度が年平均で 1mg/L ありました。この時

期、我々水道事業者は危機的な状況に立ち入ったわけであ

ります。我々の仲間は、アンモニアの濃度は 0.5mg/L ぐら

いがせいぜい浄水場にとって何とかカバーできるだろう

と考えていたのですが、それを大幅に超えている時期があ

りました。しかし昭和の終わりから平成にかけ、水質が改
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善しつつあるという状況です。この改善傾向というのは、

ちょうど下水道の普及率の推移とうまく符合するような

ところがあります。 

というのは、先ほどから出ておりました昭和 50 年代ぐ

らいに危機的な状況を呈した淀川の水質だったのですが、

淀川水質協議会などを中心に、上流府県に下水道の整備と

効率化をかなり強くお頼みして、その結果、1つにはこの

ような水質の改善が得られたことがあります（スライド④-

９～１０）。 

次は短時間的に起こる事故です。これは琵琶湖・淀川流

域全部を含みますが、油の事故が多いですが、おおよそ年

間 20件ぐらいこのような形で起こっています（スライド④-

１１）。 

水源で事故というのはこのように起っており、1984 年

にはフェノールの流出があり、これは取水停止をした事例

です。ごく最近、ついこの間ですが、三重県の工場より灯

油が 7,000L 流出するという事件がありました（スライド④-

１２）。 

過去 10 年間に起こった事故は、250 件ほどありますが、

そのうちの約 7程度が油の事故です（スライド④-１３）。 

これは先ほど言いました三重県で起こった事故ですが、

今年の 1月 14 日に、このあたりで 7,000L の灯油が流れま

した。1 月 14 日の 15 時に起こり、2 日間でちょうど木津

川が大きくカーブするところまで達しました。これは私た

ちの仲間を村野浄水場から派遣し、このあたりまで行って、

職員が臭いをかいだ結果です。 

そしてその次に、17 日の 10 時、約 1日経つとここまで、

そしてさらに流れ来て、17 日の 16 時頃には、ちょうど流

れ橋という時代劇でよく使われるところあたりまで、実に

3日間にわたって 7,000L が、ただし 7,000L 全部が流れた

わけではなく、回収された分もあるのですが、このように

流下する事故がありました（スライド④-１４）。 

我々は最前線にいるので、日夜このような対応が発生し

ます。これはガソリンスタンドで油が流出した事例ですが、

この辺に油がぎらぎらと光っています（スライド④-１５）。 

これは平成 17 年 4 月にトラックが横転した事例で、こ

のように油が川の中に流れ込んでくるわけです。これは非

常に迫力のある写真です（スライド④-１６）。 

このような琵琶湖・淀川の水質状況に対し、水道事業者

はどのようにやってきたのか。これは色々な水源の水質汚

染に対抗するために、水道事業者がやってきた技術開発で

あります。トリハロメタンや臭気の問題に対しは、1982

年に大阪府営水道は実験を開始しました。あるいは生物接

触酸化実験を実施し、さらに高度浄水処理に関する実証実

験を行いました。実に実験を開始した 1982 年から 1997

年まで 15 年間にわたる実験を繰り返したわけです。 

その中でいくつもの浄水フローの比較検討をしたり、あ

るいは微量有機物の発生源構造の解析、淀川での汚染物質

の拡散解析を行ったりし、私たちが取水をするところでは

将来的に一体どのような水質になるのかということも調

査しました。これが、我々水道事業者の立場での取り組み

ということになります（スライド④-１８）。 

その結果、私たちの府営水道では平成 10 年になるので

すが、通常の原水を取り、最終の塩素で消毒して送水する

水処理プロセスの中間に、オゾンと活性炭を入れる高度浄

水処理施設を導入しました。迫りくる淀川の汚染に対抗し

て、私たちは先ほど出てきたような水処理技術開発をする

ことにより、平成 10 年にこのような高度な水処理フロー

を確立したということであります（スライド④-１９）。 

これは村野浄水場ですが、処理能力 1,797,000 トン、現

在の我が国の中では一番大きな処理機能を持っている浄

水場です。ここが平面系の高度浄水処理施設で 1 日 120

万トンの水をここで作ることができます（スライド④-２０）。 

これは大阪府営水道の送水管網を赤い線で示しており、

550 ㎞ほどあり、大阪府は岬町まで水を送っている。豊

能・能勢方面は去年の 10 月に送水開始しましたが、この

ような地域に安全でおいしい水を配ることができていま

す（スライド④-２１）。 

さらに水道の取り組みとして、水質保全をやっており、

これは PRTR データを淀川水質協議会の仲間が解析した結

果です。PRTR データを用い、一体どのような物質が淀川

全体の中に排出されてくるのか、フッ素化合物、フッ化水

素、あるいはホウ素が多いというものです（スライド④-２２）。 

これらがどの地域からどのくらい出てくるのかを地図

上に落としてみました。これは桂川系統ですが、桂川がか

なり流域に負荷される量が多い。あるいは上流の方に行く

と少ないといったことをビジュアル的に電子地図に載せ

ることにより、私たちは一体どの地域をどのように見てい

ったら良いのかが判ります。水道事業者の琵琶湖・淀川流

域の一つの取り組みの例でございます（スライド④-２３）。 
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さらに私たちは環境マップというものを作っておりま

す。これは琵琶湖・淀川流域約 6,500 社の事業所のデータ

ベースであります。スタート画面である物質を入れてやる

と、固有名詞が出てきますが、こういった形で色々な会社

が出てきて、地図上に表現される。そしてある事業所の諸

言が出てくる。さらにその事業所が使っている物質、カド

ミニウム、シアンなど、こういうデータベースを作り上げ

ました。 

これを使うことによって、ある事件、事故が発生した時

にすぐに職員を派遣できたり、あるいはその事業所がどう

いう物質をどのように使っているのかがわかる、データベ

ースとして、今導入されています。これが水道の水質保全

の 1 つの働きとしてまとめられております（スライド④-２

４）。 

上流府県に対して色々な要望に出かけたりしています。

これは廃油の原因となるような場所へ視察に行っている

ところです。これは、油の分離装置を視察しているところ

であります（スライド④-２５）。 

このような形で水源に対する要望や水処理技術で対応

をしてきたのですが、最近新たな水道の水質の課題として、

水質の面と水処理の面からまとめてみますと、こういう形

になります。 

臭素酸についてですが、カビ臭を何とか取らなければい

けないので、オゾンを導入しましたが、オゾンを導入した

事業者にとって一番難問になりますのは臭素酸です。これ

については、注入を制御するということでほぼクリアでき

ます。 

クリプトスポリジウムに対する濁度の管理では、生物障

害であるピコプランクトン、後で出てきますが障害となり

ます。医薬品等の未規制物質、これらが水質に係るごく最

近の色々な課題になると思います。 

もう一つは水処理の問題ですが、水源水質の pH が高く

なり、濁度が低くなってきたことです。水道の水処理の根

幹とも言うべき、凝集への課題です。今までは有機物質や

臭いの物質をどのようにして取るのか、という非常に難し

いことばかりを、20 年近くかけて研究してきたのですが、

今起こっている問題は、水道の最も基本的な技術である凝

集不全に話題が集中してくるのではないかと思います（ス

ライド④-２６）。 

これがクリプトスポリジウムですが、これは塩素耐性を

持っており、染めてみますと青リンゴのように見えます。

このように大体 1,000 分の 4 ㎜ぐらいの原虫であります

（スライド④-２７）。 

もう一つがピコプランクトンです。これは大体長さとし

て 2ミクロン、1,000 分の 2 ㎜ぐらいで、これも蛍光を発

している顕微鏡写真です。実はこれがたくさん琵琶湖で繁

殖しますので、浄水の過程で漏れ出てきて、それが水道水

の濁り、濁りといっても目に見えるはずはないのですが、

問題になっています。 

クリプトスポリジウムへの対応として、一生懸命私たち

は濁度を管理するのですが、どうもこのピコプランクトン

がいることにより、濁度管理が非常に難しくなってきてい

るということであります（スライド④-２８）。 

これはピコプランクトンの速報です。私たちの仲間が定

期的に測っており、濁度が少し上がってくると、それがピ

コプランクトによる影響なのか、そうではないのかを速報

で出し、浄水場とタイアップして水処理を強化していくと

いう平成 18 年度の事例です（スライド④-２９）。 

新たな水質課題の中のもう一つとして、水処理の課題で

すが、原水の pH と濁度の問題があります。濁度がだんだ

ん低くなってきていますが、これが先程からのお話の中で

河川改修によるものなのか、どこにどういう原因があるの

か、今これを突き止めようと思っている最中です。木津川

で濁度が高かったのは砂利採取が行われたためです（スラ

イド④-３０）。 

これが pH 値です。淀川の枚方大橋、木津川地点では、

大体 pH7.5 で一定していました。河川によって違いますが、

1990 年代後半ぐらいから上がってきて、移動平均ですが、

pH7.6、7.7 と非常に高い pH です（スライド④-３１）。 

これは村野浄水場の原水ですが、2000 年ぐらいまでは

pH が比較的安定していたのですが、ここ 10 年間ぐらいで

7.4 を超しています。浄水場の水処理は pH が非常に重要

な因子で、原水のpHは7.1～7.2程度が望ましいのですが、

それが既に 0.2 ぐらい上昇しています。一方で濁度が下が

ってきています。今私たちが色々な有害物質などにチャレ

ンジしてきて、そして一定の成果が上がった段階で、これ

らが根元的な水処理の課題を突き付けてきている大きな

問題点です（スライド④-３２）。 

もう 1つは水温ですが、これは桂川と淀川枚方地点と木

津川の水温の変化を表しています。1990 年ぐらいまでは
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16℃ぐらいで一定だったのですが、ここ 10 年で 17.5℃と

1.5℃ぐらい上がってきました。これがなぜ上がってきて

いるのかについて解析中ですが、下水処理場の排水、ある

いは地球の温暖化など、色々なことをやっているのですが、

なかなかこれが判らない。ただ確かに水温が上がってきて

いるのは事実であります。 

水温の上昇、pH の上昇、低濁度化はどこかで恐らくリ

ンクしているのだと思いますが、今その辺の原因を探って

いるところです（スライド④-３３）。 

良質の水道水を求めてというところで最後の話題です

が、水処理技術の開発は先ほどお話しさせていただきまし

たように、高度浄水施設の導入で一定の水準に到達しまし

た。ただ水源水質の保全が今後課題として残されるでしょ

う。望ましい水道の水源像とは一体何か。それは今、水安

全計画ということでやっております（スライド④-３４）。 

水安全計画とは水源から蛇口までを一体的に管理する

もので、HACCP の管理手法を使うということで、WHO が提

唱しているものです。ある物質、対象項目を選び、それが

どこからやってくるのか。下水処理場がもし壊れた場合、

あるいは牛舎が何かの形で破損した場合、クリプトスポリ

ジウムが出てくるかもしれない。クリプトスポリジウムが

出てくるとすると、その頻度はどれくらいか。影響の大き

さはどうかといったことを水源を見渡し、評点を与えて、

私たちがどこをどのような形でウォッチングすれば、水道

の水質はより安全かということを水安全計画で示すこと

であり、今この策定に取り組んでいます。このあたりを見

ることにより、望ましい水道の水源像がもう 1つ具体的に

出てくるのではないかという期待が持たれています（スラ

イド④-３５～３６）。 

水道事業からみた琵琶湖・淀川の今後の水質課題につい

て、本日のまとめとして考えてみると、先ほど出てきまし

たピコプランクトンや高 pH 化、水温の上昇、低濁度化と

いった水処理の観点から眺めてみますと、恐らく少し誤解

を招くかもしれませんが、やはり生物対策、ここから琵琶

湖との関係が出てくるのかなと思います。 

生物種の変化、富栄養化がもたらす浄水処理への影響、

異臭味が最初にあり、赤潮になり、アオコになって、そし

てピコプランクトンが出て、これらはすべて浄水処理に直

接影響してきた生物群です。ここでの生物とは私は微細な

藻類ということを考えますが、それが今後、水温の上昇、

pH の上昇などにより何が出てくるのか。これが本当に富

栄養化と生物種の変化にどのように関係してくるのかと

いうことが、今水道事業から見た時の非常に関心の大きな

ところであります。 

総じて言うならば琵琶湖の水質改善、保全ということに

なるかと思いますが、宗宮先生のお話の中で出てきました

が、BOD は減るが、COD の増加がなかなか抑制できない。

このあたりにヒントがあるのか。全リン、全窒素をもっと

削減すれば本当にこのようなことが起こらないのかにつ

いては、私たち水道事業者ではなかなかわからないところ

がありますが、今後とも琵琶湖を十分見ながらこの辺を検

討していきたいと思います（スライド④-３７）。 

どうもご清聴ありがとうございました。 
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  リレー講演⑤ 

 

琵琶湖・淀川流域圏再生について 

国土交通省琵琶湖河川事務所長 

河村 賢二氏 

 

ただ今ご紹介いただきました国土交通省琵琶湖河川事

務所長の河村でございます。 

これまで先生方からは環境全般から生態系、植物、魚介

類、そして水質ということでお話をいただきました。私は

少しそういった観点からは毛色が変わったことをご報告

させていただきたいと思っておりまして、タイトルにもあ

るように「琵琶湖・淀川流域圏の再生」ということで、行

政が連携して都市圏、流域圏の再生をしていこうという目

的で立てられた都市再生プロジェクトについてご紹介す

るとともに、琵琶湖河川事務所で行われている取り組みの

紹介を、少し触りになってしまいますが、させていただき

ます。 

これまでの先生方のようにグラフや数字はほとんどな

く、写真などでご紹介させていただきますので、お気軽に

聞いていただければと思います。 

そもそもこういった計画を立てようという視点は、特に

この琵琶湖・淀川流域圏は水環境というテーマの中から、

それまでに持っている環境ということからすると、古くか

らは私たちの祖先、非常に古い歴史と文化がこの流域と一

緒に歩んできたということ、そして現在はこの流域に多く

の人々が生活を営まれており、しかも世界有数の密集地帯

であるということがあります。 

こういった流域の状況をこれからも持続的に発展して

いかなければならないし、私たちの生活が潤いのある、そ

して良い環境を造っていかなければいけないだろうとい

う観点からあらゆる行政体が連携をし、様々な連携テーマ

を目標にやっていけば良いのではないかということで集

まったのが、この再生協議会の最初の出発であると思って

います（スライド⑤-２：p５７リレー講演⑤パワーポイント集参

照）。 

この都市再生プロジェクトとは、近畿圏だけではなく、

日本全体の取り組みであり、内閣主導で強力に推進する国

家プロジェクトとして、関係省庁、地方公共団体、民間企

業など、様々な主体が協力し推進するという枠組みのプロ

ジェクトです。 

例えば近畿では、第六次決定となる琵琶湖・淀川流域圏

の再生は平成 15 年に決定しましたが、それ以前に例えば

広域防災拠点、密集市街地の緊急整備、物流といったこと

について決定されたものがあります。六次決定で琵琶湖・

淀川流域圏の再生が形作られたということで、時の内閣総

理大臣小泉首相も施政方針演説で述べていただきました

（スライド⑤-３～４）。 

このプログラムの特徴を記載してありますが、まずは自

然環境、それから冒頭に言いましたように、人々がここで

都市を形成し営んでいるということで、都市環境、そして

古い歴史と文化、さらにそれぞれの中での連携、このよう

な事項をテーマ、課題に置いて、5つの連携テーマを抽出

しプログラムをまとめてきたという計画です。 

今日はこの 5 つの連携テーマに沿ってご説明をさせて

いただき、その中の特徴的な事例について、いくつかご紹

介させていただきたいと思います（スライド⑤-５）。 

その 5 つの連携テーマの一つが水辺プロムナードネッ

トワーク、二つ目が水辺の生態系保全再生ネットワーク、

三点目が水辺のにぎわい創出、四点目が流域水環境再生。

そして流域連携という、この五つの連携テーマがあります

（スライド⑤-６）。 

まず一点目の水辺プロムナードネットワークは、やはり

潤いある水辺に親しんでいただきたいということで、流域

下流から上流までを含め、舟運、サイクリング、ウォーキ

ングなどをみんなで楽しんでいただき、水辺のネットワー
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クを構築できないかというプログラムです。個々には例え

ば川の駅、湖の駅、ソフトとしての取り組み、社会実験の

取り組みなど、プログラムとして実施していこうという提

案があります（スライド⑤-７）。 

例えば琵琶湖の取り組みでは、瀬田川に一昨年から一番

丸という船が就航しており、石山寺と唐橋、そして瀬田川

洗堰にありますアクア琵琶港、この 3点を結ぶ取り組みを

民間の方にやっていただいています。 

併せて瀬田川には現在遊歩道を私どもで整備している

ところであり、水辺と舟運、ウォーキング、サイクリング、

こういったネットワークの構築を今進めています（スライ

ド⑤-８）。 

それからこれは西野先生からもご紹介がありましたが、

琵琶湖と陸域の連続性を確保していこうという生態系保

全再生ネットワークです。 

こうした再生ネットワークを構築するためには当然私

どもだけではできないので、国、上流の住民、下流の住民

の方々、それから NPO の方々、それぞれの自治体と、あり

とあらゆる連携が必要だろうということで考えているも

のであります（スライド⑤-９～１０）。 

生き物の多様な空間づくりということでご紹介するの

は、これはイメージとして書いていますが、例えば内湖の

再生です。この絵は湖北にある早崎内湖の再生のイメージ

で、これは滋賀県により現在検討が進んでいるのですが、

将来的に一度干拓した土地をもう一度内湖に戻していこ

うという検討をしています。また、これは私どもが現在計

画をしようと企んでいる、まさにまだ素案の段階ですが、

近江大橋のほとりに水資源機構さんが持っている土地を

使って、何か生き物にやさしい空間ができないかと思って

いるところです。こちらは再生協議会の枠の中で、南湖再

生ワーキングというものを設立しているのですが、この中

でのシンボル的なプロジェクトにしたいという想いを持

っているものです（スライド⑤-１１）。 

次に生き物が出会うネットワークづくりとして、川と田

んぼ、近年分断してしまったと言われているところについ

て、例えば水路に魚道を設置していただき、水面を高くす

ることにより田んぼと水路が生物にとって行き来しやす

くなるような環境、また上りやすい環境にする。河川でも

同様に、直立して連続性のないところについてはできるだ

け連続性を持たせるような造り方をしているというとこ

ろです（スライド⑤-１２）。 

私どもの事務所管内での取り組みとして、先ほど西野先

生からもご紹介していただきましたが、琵琶湖とその陸域

を何とかつなげていきたいということで、具体的には私ど

もの事務所、滋賀県、水機構、それから田んぼを整備して

いますみずすまし推進協議会、高島市、水路を整備してい

ただいている土地改良区、漁業協同組合などが一緒に魚を

増やす事業としての連携をする一方で、住民の方々にも

「お魚ふやし隊」というネーミングをして NPO の方々、そ

れから学識経験者の集まりである琵琶湖博物館魚の会。こ

ういった方々が住民の方々を巻き込んだイベントをする

ことによりまた参加を増やしていく。ここが色々な連携・

調整をすることによって、先ほどのフィールドをよりうま

く活用できるようにしていこうという取り組みをしてい

るところです。これが「お魚ふやし隊」の実際の活動例、

活動風景です（スライド⑤-１３）。 

それから私ども河川事務所の別の場所での取り組みで

すが、家棟川のビオトープの整備をしています（スライド⑤

-１４）。 

次の視点ですが、いきいきと流れる川ということで、流

域全体として物質の流入システム、川の撹乱の更新システ

ムなども検討していこうというものです（スライド⑤-１５）。 

これはうおじまプロジェクトで、先ほどの高島市の取り

組みをやっているところですが、これは例えば西野先生か

らご紹介のありました瀬田川の洗堰を産卵環境に配慮し

た操作を行うという試行を行っている部分です。 

さらに将来的にどのようなことを考えているのかにつ

いて、このように湖岸域で皆さんに活動していただくこと

により、例えば産卵が起こったということが確認できれば、

その段階でその情報を集約し、私どもの事務所で洗堰の操

作に反映できるような仕組みができたらという思いで現

在検討を進めています（スライド⑤-１６）。 

それから流域圏ならではの種の保全について、いわゆる

固有種を含めた種の保全対策を行ったり、あるいは人にや

さしいということになるのでしょうか、3つ目の項目にな

りますが、水辺のにぎわいの創出を展開したりしています

（スライド⑤-１７～１８）。 

例えば人にやさしいといいますか、浸水空間の創出にな

りますが、大阪近辺では八軒家浜、あるいは道頓堀で新た

に川に面したデッキを作る取り組みを行ったりしていま
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す。 

こちらは私どもの管内の瀬田川アクア琵琶の前面で、水

辺ににぎわいのある空間づくりをしたいと考えています

（スライド⑤-１９）。 

それから 4点目ですが、流域水環境再生ということで水

環境について、これまでもご説明あった部分の重複になる

かと思いますが、この水環境改善計画の策定では水環境全

体を改善していこうという計画をしています。 

例えば水質の改善の中では、この Biyo センターという

施設が琵琶湖の水を直接取水することができ、この琵琶湖

の水の改善にフィールド実験としては貴重な役割を果た

しているのですが、ここの積極的な活用も図っていきたい

と考えています。 

例えば Biyo センターでは現在植生による水質浄化を行

ったり、あるいは琵琶湖に棲息する魚類が例えば光によっ

て走光性を実際に検討しています。色を変えることにより、

この色にそれぞれの魚種の走光性に変化があるのかを実

験していますが、今のところあまりおもしろい結果は残念

ながら出ておりません（スライド⑤-２０～２３）。 

それから水質改善の取り組みとしては、琵琶湖の直接浄

化として底に溜まった底泥を浚渫したり、あるいは流入河

川において植生浄化を実際に展開したり、あるいは河川水

を取水し、高水敷の中で浄化を図ったりといった水質改善

の取り組みをしています（スライド⑤-２４）。 

それから人と水がこれまで河川改修によってある意味

分断されてきたのではないかと言われています。できるだ

け色々な方々に川に近づいていただき、川のことをよく知

っていただきたい。こういう想いも持っております。 

そこでその舞台として、水のめぐみ館アクア琵琶という

ところで、こういった PR 施設を展開しています。これが

中の様子ですが、流域全体の紹介あるいは雨体験、シアタ

ーを設けています（スライド⑤-２５）。 

次に水との復縁運動ですが、色々な活動を通じて河川に

親しみを持っていただきたいとのことで企画しているも

のです（スライド⑤-２６）。 

水環境について統合管理をしていこうということも計

画しており、これについては簡単にはいかないだろうとい

うことで、今のところアプローチという言い方をしていま

す。つまり流域圏の地域社会は水を高度に利用している現

状を踏まえて、これを共有財産として認識していただこう

ということから、こういった水環境の統合管理が必要とい

うことになります（スライド⑤-２７）。 

最後の項目の流域連携ですが、こういった私どもの取り

組みが、私どもだけで実は収束してしまっては、なかなか

効果は発揮しないだろうということで、1つはネットワー

ク再生協議会ということで各行政体が連携し、一方で琵琶

湖・淀川交流会ということで住民の方々、NPO の方々にも

ネットワークを組んでいただいて、それぞれが相互に交流

することで一体的な取り組みを持続的にしていこうとい

うことです（スライド⑤-２８）。 

例えば私ども琵琶湖の取り組みということでご紹介さ

せていただきますと、水のめぐみ館ウォーターステーショ

ン琵琶があります。この建物は NPO の方々が流域内の河川

や水に関する様々な活動をする場として、交流の場として、

あるいは色々な方々が共同連携していただく場として活

用していただくために作ったものです。こういったフロア

でワークショップを開催していただいたり、あるいはここ

の職員、スタッフによって流域に対して環境学習を行った

り、私どもも出前講座という形で、色々な場で PR をする

ということをしております（スライド⑤-２９）。 

今年度からの新しい取り組みとして、河川レンジャー制

度を試行し始めています。これは琵琶湖や川を守り、育て

ていくためには、琵琶湖の皆さん方と私ども河川行政との

連携・共同が不可欠であり、大切であることから始めてい

ます。そのために直接やり取りをすることも必要ですが、

ここに河川レンジャーを置き、この連携・共同についてコ

ーディネーターとして活動していただこうというもので

す。このレンジャーの役割としては信頼関係づくり、場づ

くり、手助けをしていただこうということで始まっていま

す。 

私ども琵琶湖の管内と淀川河川事務所の管内、それぞれ

違った取り組み、違ったアプローチでやっておりますが、

私どもとしては今のところ 5名の方を任命して、それぞれ

の個々の河川レンジャーに自らの活動以外に、レンジャー

としてふさわしい活動を考え、提案していただいて、そう

いったところで流域に出ていただいて信頼関係づくりか

ら始まっているところです（スライド⑤-３０）。 

これが最後になりますが、全国豊かな海づくり大会琵琶

湖大会というものが来年滋賀県で開催されます。通常海づ

くり大会とはいわゆる海で行われるものですが、今回初め
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て内水面のエリアで行われるということです。ここには天

皇陛下もご臨席いただくということで、11 月 10、11 日に

なりますが、もしよろしければ皆さんに来ていただければ

と思っています。（スライド⑤-３１）。 

どうもご清聴ありがとうございました。 
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リレー講演⑤  パワーポイント集 
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  リレー講演⑥ 

 

新たに見え始めた日常生活からの水環境汚染 

京都大学大学院工学研究科附属流域圏総合環境質研究センター教授 

田中 宏明氏 

 

今日のお話は、最初の宗宮先生のお話に少しありました

が、実は我々が水を使ったあと、結局水は戻ってくるわけ

です。その時に普段から我々が使っている色々な日常的な

用品、品物が今新たな問題となり始めています。 

先ほど 3 番目に話していただいた角野先生のお話の中

に少し入っていましたが、除草剤のような農地系で使われ

ているものもありますが、実は我々が使っているものが回

り回って、生物にも実は影響しているかもしれないという

のが今少し見え始めています。これは五番目の服部所長お

話ですが、さらにそれが水道の水源の方にも入ってきてい

る。それがヨーロッパあたりでは若干問題になり始めてい

るところがあり、先ほども少しテーマだけを挙げていただ

いた医薬品などの問題はそこにつながってくると思いま

すが、そのお話をしたいと思います。 

私はもともと排水系のことを少しやっていましたので、

川と排水系、湖なども一部入りますが、そうような立場で

お話ししたいと思います。 

これは先ほどから何回も出ていますように、琵琶湖・淀

川流域は極めて重要な水系で、青いところが水路の水源に

あたるところで、赤いところは下水処理場、上流側にはも

っと 60 カ所ぐらい屎尿処理施設、それから下水も含めて

あるわけですが、見える範囲でプロットしておりますが、

様々な排水系が入っているという状況です。 

排水系はご存知のように京都、滋賀県、三重県、奈良県、

こういうところは今淀川に入っているのですが、大阪側は

できるだけ下水処理場は今淀川に入らないような形で計

画が進んでおり、そういう形で運用され始めています（ス

ライド⑥-２：p６８リレー講演⑥パワーポイント集参照）。 

これも先ほど話が出ておりましたが、まさにこの淀川の

流域の中で下水道の整備が今まで進んできて、服部所長の

お話にもありましたように昭和 60 年代ぐらいから急激に

整備が進み、今は流域全体で 9割ぐらいが普及していると

いう状況です（スライド⑥-３）。 

私はもともと下水道をずっとやっていて、造る立場もや

ったわけですが、BOD の数字から見ると、先ほどからもデ

ータが出ているように、このように急激に良くなってきま

した。 

ただ約 20 年前に淀川水系の中で 1 つ水道の方から教え

ていただいたのは、実は下水道を整備すると、整備をする

ことによって有機物は減るが、先ほど服部所長が少しお話

しになったようなアンモニアやトリハロメタンを生成す

るようなものが、場合によっては増えるかもしれないとい

うことを言われて、最初そういうことはよく判らなかった

のです。下水道の方は、当然環境基準を達成するために

BOD を一生懸命減らしてきたのですが、意外にも水を使っ

ている側、あるいは場合によっては、生物の側から見ると

全く違うものが問題になることがあり、実はこのようなこ

とはもともと下水道の設計の中で考慮されていない部分

でもあり、それを今後どうするのかという問題につながっ

てくるのです（スライド⑥-４）。 

いずれにしても、この淀川の流域ではもう 9割方も下水

道が進んできているのですが、さらに先進的な国というの

がイギリスです。イギリスでは普及率は 90 数％であり、

日本よりもさらにもう一歩先を行ってきたわけですが、そ

れによって色々な水質の改善もここ 10 年ぐらい急激に進

んできたというところです。 

ところがその中で今見え始めている問題で、ここ 10 年

の中で言われている問題が 1つあります。それは魚類の異

常がいくつか見つかっていることです。これは環境ホルモ

ンが日本で問題になった 1990 年代後半、この時に BBC の
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放送が日本でされて、下水処理場の下流側で魚の奇形が起

こっているという話がありました。 

それ以来、私はこの問題に非常に興味があり、イギリス

と色々な形で情報交換をしているのですが、イギリスの河

川に普遍的にかなりいる魚の中にローチという魚がいま

す。この魚はコイ科の魚ですが、このコイ科の魚を捕まえ

て、お腹の中を探ってみると、雄の組織、精巣の中に目玉

のような卵が入っているケースがあるそうです。これは何

の問題かというと、最初は気持ちが悪いというだけで済ん

でいたのですが、どうもよく考えてみると、精子の活動状

況や量に問題があり、こういうローチの生息数での維持を

どうするのかという問題にまで至り始めている問題です

（スライド⑥-５）。 

このような雄と雌とが一体化する現象が見られるのは、

最初はごく一部の地域ではないかと言われていたのです

が、ここ数年の間にイギリスの環境庁がイングランドを全

国的に調べた結果、意外と色々なところで問題が起こって

いて、ひどいところでは 8割 9割方が雌雄同体化している

ところがあるということがわかってきました（スライド⑥-

６）。 

最初はその原因は洗剤が問題ではないかと主に考えら

れていたのですが、調べているうちに、実は我々の体その

ものであったことがわかってきました。 

それの 1つは、女性ホルモンそのもので、天然の女性ホ

ルモンや、中には合成の女性ホルモン、これは避妊薬で使

われているものですが、このような物質を実は体外に出し

ているわけです。これはどういう形で排出しているのかと

いうと、特に尿の形で出てきます。下水処理場では水洗化

しているので、当然下水の中に入って、下水でうまく取れ

なければそのまま環境に出るということがどうも原因で

あることがはっきりしてきました。 

その間性化がどのぐらいで起こるのかというと、実は

ng/L、これは ppt と呼ばれている 1兆分の 1ぐらいのレベ

ルですが、この辺のオーダーで実は起こるということが判

ってきました（スライド⑥-７）。 

それでイギリスはどうしているのかというと、イギリス

は今ただちに全部の下水処理場に対して規制をかけると

いうわけではないのですが、やはり奇形が起こっていると

いうのはおかしいということで、水質の改善計画を作り、

実際にデモンストレーションプログラムを一昨年あたり

ぐらいから走らせて、実際にパイロットスケールで削減を

行い、生物に対して本当に改善が起こるかということを確

かめた上で、2010 年以降に下水道で本格的な対応をしよ

うということをしています（スライド⑥-８）。 

では日本はどうなのかということですが、一時 1998 年

ごろから国土交通省、環境省を中心に川での魚の調査を行

いました。それから同時に水域の女性ホルモンの量を測る

ということを実施した結果、日本全国的にはかなり薄いの

ですが、川の中でやはり都市の排水系を受けているところ

では ng/L を超える女性ホルモンがやはり見つかっている。 

生物の方はどうだったのかということですが、ローチに

あたるようなぴったり同じ魚は日本にはいませんが、日本

のコイが同類だろうということで捕まえて、生殖器の中を

調べてみたわけです。 

ところがその結果としてわかったことは、雌雄同体化し

ているものは全くなかったわけではないのですが、2～3％

ぐらいしかありませんでした。これはどうして起こってい

るのかは依然謎ですが、現在日本とイギリスの中で議論し

ている中の 1 つの仮説としては、避妊薬の使用量が違うの

ではないかという話があります。いわゆるエチニール・エ

ストラディオールの使用量がイギリスは 11％ぐらいの女

性が使われているらしいのですが、日本ではわずか 0.6％、

この差が極めて大きなインパクトを与えているかもしれ

ないという仮説です（スライド⑥-９）。 

これが今 1つの仮説として動き始めているのですが、こ

れの不偏性をもう少し展開していくと、実は薬というのは

よく考えますと我々はもっと頻繁に使っているのではな

いか、このエチニール・エストラディオールだけが特別な

のだろうかという問題に今、世界、特にヨーロッパあるい

はアメリカでは議論が進み始めています。 

ご存知のように今日ここにおられる方の多くはちょっ

と調子が悪い、あるいは体の調子を保つためにサプリメン

トを飲まれる、あるいは風邪薬を飲まれるなど、色々なこ

とをしています。それから家庭の中で化粧品も使われます。

これは女性だけが使っているわけではなく、男性も使って

います。そういうものは非常に有用ではあるのですが、そ

ういうものは一体どこに行くのかというと、多くの場合は

水の中に流される。しかもそれは尿として出たり、あるい

は雑排水として排水系に流れていくわけです。こういった

ものが一体どうなっているのだろうということを、今まで
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我々はあまり考えたことがなかった（スライド⑥-１０）。 

ところが今のエチニール・エストラディオールの例では

ないのですが、我々はそういうものを意図的に、必要な時

に使うわけですが、もし水の中に残留するとすれば、そこ

には色々な生物がいるわけですが、その生物に対してどの

ような影響があるのかは、実はよく判っていないというの

が実態です。 

特に薬、あるいは化粧品も生物に対し特異的に作用し、

しかもそれは比較的低い濃度で作用するかもしれません。

そうすると、特に人に対する影響もですが、生態に対する

影響を当然何らかの考慮をする必要があるかもしれませ

ん。 

それから薬の場合は特に比較的水に溶けやすくて、分解

しにくいように作っているのですが、そういうものについ

ての特に汚染実態がよく判っていない。それから生物に対

する毒性がほとんどわかっていないというのが実態です

（スライド⑥-１１）。 

こういうことがようやくヨーロッパ、アメリカで関心を

呼び始めて、ヨーロッパでは人だけではなく、動物の家畜

用にも色々な薬が使われているのですが、そのリスク評価

をする必要があるといったことや、そういうものに対する

モニタリング、あるいは対応技術を研究しないといけない

ということで、1990 年代後半、特に 2000 年あたりから急

激に広がってきています。ドイツやオランダでは表流水、

下水から見つかるのは当然ですが、飲み水の中から見つか

ったり、地下水の中から見つかって、それがどういう意味

を持っているのかわからないが、気持ちが悪いということ

で、今関心が高まっています。 

今アメリカでも連邦政府の中の一部に USGS(米国地質調

査所)と呼ばれているところがありますが、ここが全米の

川を調べてみると、やはり色々な物質が出てくるというこ

とを見つけだしてきています。 

それから EPA（米国環境保護庁）もそういうことも含め

て分析法の開発や水道、水環境での挙動など、こういうこ

とにまで関心を持ち始めて調査を始めているのですが、残

念ながら我が国の場合にはまだまだ情報がよく判ってい

ないという状況です（スライド⑥-１２）。 

我々のグループは琵琶湖・淀川の流域圏全体で一体この

ような物質が本当に見つかるのかをここ 3 年ぐらいかけ

て調査しました。そのお話を少ししたいと思います。 

我々が調べたのは本川、支川、それから下水処理場など

のサンプルを取り、様々な物質を調べました。何が今問題

であるかというのは全く判っていません。ですから測れる

ものをできるだけ測るという形で、USGS には負けると思

いますが、大体 90 物質ぐらいの分析を行えるようになり

ました。例えば下熱鎮痛剤、抗菌剤、あるいは抗生物質、

不整脈用剤、気管支拡張剤、様々な物質を測ってみました

（スライド⑥-１３～１４）。 

その結果、90 物質のうち 7 割ぐらいが何らかの形でや

はり水の環境に出ているようだということがわかってき

ました。これは濃度の高い物質から低い物質にかけてプロ

ットして、淀川の本川あるいは桂川、宇治川、木津川とい

う本川部分で出た場合と、緑色はその横に入ってくる支川、

下水処理場の濃度ということでプロットしたものです。 

最も高く出ていたのはカフェインであり、これは強心剤

です。サルピリド、これは精神を安定させるような薬、あ

るいはクロタミトン、これはかゆみ止めなどの薬です。そ

れからケトプロフェン、これは下熱鎮痛剤、フェノバルビ

タール、これはてんかんの防止剤、ベンゾフィブラート、

これは中性脂肪を落とすような薬、アテノロール、これは

不整脈用剤など、様々な物質が出てきました。 

パッと見ますと、下水処理場の方が濃度は高いのですが、

中にはカフェインのように支川の方がむしろ高く、どうも

下水処理場ではあまり出していないが、他のところにソー

スがありそうなものもあります。 

大体のレベルからいいますと、下水処理場では高いもの

で数 ppb から低いもので数十 ppt ぐらい。本川でも 1ppb

までいくものはありませんが、数百 ppt ぐらいのレベルか

ら少し下がるようなものまで、色々なスペクトルが見え始

めています。 

先ほど人のホルモンがどれぐらいで影響があるのかと

言ったそのレベルはこの辺の ppt レベルです。ですから薬

はもっと高いレベルで環境の中に存在しているというこ

とが判ってきたわけです（スライド⑥-１５）。 

淀川水系の中では、これは本川部分ですが、BOD で先ほ

どから話が出ました中流部分で色々な人の活動が一番活

発なところがありますので、こういうところがやはり川の

汚染としては高いですが、さらに遡った琵琶湖の出口の部

分、あるいは木津川、桂川の上流部分でもそれなりの濃度

で出てきており、三川が合流した後では濃度がそう大きく
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変わらなく、そのまま下流側の方に移っていることがわか

りました。ただし、これがどういう意味を持っているのか

はまだよくわからないところです（スライド⑥-１６）。 

それから支川の部分ですが、本川よりも高い河川と本川

よりむしろ低い河川が色々あります。低い河川というのは、

下水道の整備が終わりほとんどの排水はバイパスされて

いるような川です。こういうところでは全く出ないわけで

はないですが、濃度はかなり低いです。 

ところが支川の中で高い川がいくつかあります。この中

は主に二つに分けられます。一つは下水道の排水を受けて、

ほぼ薄める水がないところで、これは当然下水処理場から

高い濃度で出ているとすると、当然高くなります。 

もう一つのグループは、下水道の整備が十分されていな

いようなところです。ここは何が考えられるのかといいま

すと、一つ可能性があるのは、浄化槽などがまだ不十分な

処理で出されているケースと、若干中には人ではあまり使

われていないような抗生物質、これは家畜用で使われてい

るような物質ですが、少し違うソースが出しているところ

があるということがこういうスペクトから判ってきてお

ります（スライド⑥-１７）。 

そういうものが淀川の中流域、例えば枚方の付近で上流

側から我々が調査したエリアの中で下水処理場から放流

されているものと、支川から入ってくるもの、さらに調べ

た上流のもっと広範囲のところから出ている割合を色々

調べると、水量としては下水処理場は 1割ぐらいしかない

のですが、物質によっては 9 割方出てきているものもあり

ますし、中には支川の下水道がまだ未整備で処理がうまく

いっておらず出てくるようなケース、さらに上流側の水域

から来ているというものもあります。 

したがって、物質によって由来がみんなどうも違ってき

ているということなのですが、一般的に言って、やはり下

水処理場から持ち込まれているものが多いという物質が

結構ありました（スライド⑥-１８）。 

それでは下水処理場はどんな役割をしているのかにつ

いて、最近これも我々が測りだしたのですが、下水処理場

の中でサンプルを取らせていただいたところがいくつか

あります。そういうところで調べると、これは例えば頭痛

薬であるアセトアミノフェンですが、こういう物質は非常

によく取れるのですが、全く取れない物質も中にはあり、

解熱鎮痛剤のエテンザミドとか、プロプラノロール、これ

は不整脈用剤ですがこういうものはほとんど取れません。

むしろ処理場で分解しているものの、一部新たに生成して

もとの濃度に戻ってしまっているというものもあります。 

非常によく取れるものと取れないものが下水処理場に

はある。もともとそういう物質を取るように設計されてい

ませんので、当たり前といえば当たり前なのですが、この

ようなことが判ってきました。医薬品類の性格というのは

分解しにくいとか、あるいは水に溶けやすいという性格が

あり、なかなか除去ができないということが考えられます

（スライド⑥-１９）。 

では残ってきている物質に一体どういう意味があるの

かということが知りたいわけですが、それ自体はよく判り

ません。これは判らないのですが、まず生物については生

態の中の基礎的な生産者である藻類、あるいは細菌につい

ては毒性試験が我々でもやろうと思えばできますので、緑

藻を使った増殖阻害試験を行ったり、あるいは発光性の微

生物を使った毒性試験を行い、影響がないと思われる濃度

を推定し、それと環境濃度とを比較するということを行い

ました。こういうことを行うことによって、90 ぐらいの

医薬品類を測った中でどの物質が一体重要なのかという

ことがわかるわけで、それを整理したものが次の絵です

（スライド⑥-２０）。 

ハザード比と言っているものは、先ほどの影響がないと

推定した濃度と環境濃度の比率です。ただし、この中には

毒性で出てきたデータは 1 種類の藻類しか使っていませ

んので、その種間の対応性、あるいは藻類以外の生物への

対応性も考えて 100 倍ぐらいの安全率を考えたりしてい

ます。あるいは細菌では急性毒性試験しかやっておりませ

んので、慢性的な影響を考えてさらに 10 倍に考えたりし

て、100 倍、1000 倍とか、そういう数字がかかわっていま

す。 

その結果、90 ぐらいの物質を色々調べている中では、

どうも問題がありそうなのはトリクロサン、これは抗菌剤

で、飲み薬ではありません。生活の中で消毒に使っている

薬で、石鹸の中に場合によっては入っています。ヨーロッ

パではこの物質の使用の禁止が一部始まっています。また

ケトプロフェン、これは下熱鎮痛剤です。そのあとは多く

は抗生物質ですが、このような物質が問題をやや持ってい

る可能性があるということがわかってきました。 

特に藻類についてのスペクトルはこのような色々な問
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題を持っているところが多く、処理場の中では一番高いと

ころだとやや問題があるかもしれないというレベルにな

っているところもあります。また、本川でも高いところは

総量としては 1をやや超えているので、問題を持っている

可能性があります（スライド⑥-２１）。 

ではそれはどうしたらいいのかということですが、まだ

規制も何も掛かっていないので、法律的には何も問題はな

いのですが、まず取る方法はないのかということです。 

一つの方法は下水処理場で果たしている役割はどうか

ということで、生物処理を見ると、従来の処理をする前の

入ってくる水について同じようなリスク比を取ってみる

と、この中にはトリクロサンのデータは入っていないので

すが、生物処理をすることによってある程度毒性は下がっ

ています。ただ、それをさらにもう少しオゾンのような物

理化学処理を行うと大幅にこの効果が出るということが

わかってきています（スライド⑥-２２）。 

従って、こういうエンドオブパイプの対応を考える必要

があるか、あるいは薬を飲まないわけにはいかないと思い

ますが、トリクロサンのようなものについては、例えば洗

浄剤や石鹸を選ぶ時に消費者の方にも色々考えてもらい

たい、その使ったものが一体どこに行くのかということを

考える必要があるかと思います（スライド⑥-２３）。 

時間が来ましたが、水というのは飲み水のことも大事で

すが、同時に生物のことも考えて、しかも水は回り回って

いますから、我々の生活、それから今後の水の対応を考え

る必要があるということを今日はお話したと思います（ス

ライド⑥-２４）。 
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リレー講演⑥  パワーポイント集 

 

 

 

 

 

 

スライド⑥-５ 

スライド⑥-１ スライド⑥-２ 

スライド⑥-３ スライド⑥-４ 

スライド⑥-６ 
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スライド⑥-１１ 

スライド⑥-７ スライド⑥-８ 

スライド⑥-９ スライド⑥-１０ 

スライド⑥-１２ 
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スライド⑥-１７ 

スライド⑥-１３ スライド⑥-１４ 

スライド⑥-１５ スライド⑥-１６ 

スライド⑥-１８ 
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スライド⑥-２３ 

スライド⑥-１９ スライド⑥-２０ 

スライド⑥-２１ スライド⑥-２２ 

スライド⑥-２４ 
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スライド⑥-２５ 
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  参加者と講演者の意見交換 

 

コーディネーター：龍谷大学理工学部環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ工学科教授・京都大学名誉教授 

宗宮 功氏  

 

 

コーディネーター：約 3時間にわたり各先生からのご講演を

お聞きいただきまして、今少なくともこの琵琶湖・淀川の

水環境を考えるというスタンスだけでも、非常にいろいろ

な問題が残っているのだということを、ご理解いただけた

のではないかと思います。 

水環境そのものにしても捉まえ方が色々な方面から出

てくるのだということを、今日は理解していただけたので

はないかなと思っております。皆様から約十数問の質問を

いただいているのですが、私

の方で質問を整理させてい

ただきました。できる限りご

質問にあった事項を各担当

の先生方に回答いただきま

すので、お聞きいただいたら

と思います。 

■質問：講演の中でヨシがあげられていましたが、他に代

わる植物はありますか？ 

西野先生：今日はお示ししなかったのですが、琵琶湖の湖

岸景観は、岩礁・岩石湖岸、砂浜、抽水植物、人工湖岸の

６類型に分けられます。抽水植物とは、水際に立つ植物を

言い、琵琶湖では抽水植物の大部分がヨシとなります。水

辺に直立して生育する水生植物について質問されている

のでしたら、水草等の沈水植物は在来魚の産卵環境として

の意味がありますが、ブルー

ギルやブラックバスなどの外

来魚の存在下では、あまり機

能していないということがわ

かっておりますので、今回の

講演ではお話いたしませんで

した。 

角野先生：ヨシというのは抽水植物帯を形成する代表的な

植物ですが、日本の他の地域では、ヒメガマやマコモなど

別の種類が優占し、抽水植物帯でいろいろな機能を果たし

ています。しかし、琵琶湖は特異でヒメガマやマコモは限

られた地域にしかなく、ヨシが圧倒的に多いため、琵琶湖

ではどうしてもヨシ帯が問題となります。ヨシ帯と言って

も純群落ではなく、ヨシ帯の中にヨシに由来するいろいろ

な植物が増えてきています。そういったことを含め、ヨシ

帯の保全を考えるといった視点が大切だと思います。 

■質問：外来種とともにクロモが増加していますが、その

原因はクロモ等が微小有害物質に耐性があるからなので

しょうか？ 

角野先生：クロモの総体数としては減少傾向です。特に流

水域で減少しています。クロモが異常に繁茂しているのは

止水環境といいますか、底泥が溜まっているようなところ

に増える傾向があり、除草剤などへの耐性はないと思われ

ます。また、底泥の中にある程度有害物質が蓄積していて

も、クロモは水中から養分を

採ることから、影響が少ない

のではないかと推測していま

す。しかし、このことが実験

的に確かめられたわけではな

いので、今後の課題だと思っ

ております。 

■質問：1994 年の渇水と植物種の変化に関して、何か関

連はあったのでしょうか？ 

角野先生：渇水と植物種の変化に関しては、直接の関連は

ないと申し上げるのが結論かと思います。渇水によって

色々な光条件などが変わり、水生植物全体としては増加す

る切っ掛けになったわけですが、それまでの時点で多くの

種類がほとんど南湖からは消滅していたという事態があ

りますので、渇水で環境が変わってももう増えようがなか

った。その時点で残っていた種類が利を得て、増加したと

いうのが現状ではないかと思います。 

■質問：淀川では 10 年前はホテイアオイが、現在はボタ

ンウキクサ（ウォーターレタス)が繁茂しています。外来



 

 

74

種にも変遷があるのでしょうか？その要因とは何でしょ

うか？ 

綾先生：確かに過去１メートルものホテイアオイが淀川の

ワンドを埋め尽くしていた時期がありましたが、現在はボ

タンウキクサに変わっています。これはホテイアオイに比

べてボタンウキクサの繁殖率

が強く、淀川が生育に適切な環

境だということが考えられま

す。また、最近の温暖化で気温

が高くなったことも、ボタンウ

キクサの繁殖に好適であった

のかもしれません。 

■質問：微少有害物質や新たな汚染物質への対策には、物

質の実態把握が必要だと思われます。また、個別の観測だ

けではなく、琵琶湖淀川水域全体との広域的な実態を把握

するシステム作りが必要となるのではないでしょうか？ 

服部所長：淀川から取水する水道事業体が昭和 40 年に結

成した淀川水質協議会や、国土交通省を中心とした淀川水

質汚濁防止連絡協議会では、水質汚染を専門とする人たち

が集まり色々な水質汚濁の防止の問題に取り組んでおり

ます。このような場を有効に活用しながら、対処しなけれ

ばいけない課題について、水道の側から見た水源像という

ものを造りながら、これからも必要に応じて携わっていく

と考えています。また、新たな

システムをとのことですが、今

の段階ではこうした２つの協議

会で問題の核心に触れて検討し、

進めていくというのが、現場の

実態だろうと思います。 

田中先生：何の物質がターゲットかが実はよくわからない

ところがある。発生源での化学物質の使用量を把握すると

いうことなら、医薬品については薬事統計の中で使われて

いる売上げの金額や単価で、どれぐらいの量が全国的にど

こで使われているかを追う方法はあります。また、それを

実際に測定した値と比較することもしています。オーダー

的にはそう違いはないのですが数倍の値の違いが出てき

ますので、統計的なデータから除去率がどれぐらいあるか

を仮定しながら数値を追い求めることもアプローチの一

つと言えます。また、モニタリングとしての方法論では、

エストロゲンは作用性が非常にはっきりしていて割と判

りやすいのですが、1個 1個の物質を測るよりは、むしろ

バイオアッセイ的な方法で総括量を測るという方法が実

は結構有効です。イギリスなどでは、個々の物質を測るよ

りはバイオアッセイの方がエストロゲンなどの物質につ

いては感度が高いので、総括的な総量としてどれぐらいに

下げようという環境管理をする動きはあります。ただし今

日私が話しました医薬品については、何の作用が問題なの

かが実はよくわからないところがあり、ここについては今

後の課題と思います。 

生物に関する影響などであれば、生物の中に何が溜まる

か、生物がエサとして食べる底質側に何が溜まっているか

を調べるモニタリング方法も

あり、そういった方法を組み

合わせながら環境の中に残っ

ているものを探っていく方法

もひとつと考えられます。 

コーディネーター：いずれにし

ろ微量で、非常に大量の水に溶け込んだ物質を対策として、

何をどうするのかという基本的なものがまだできていま

せんし、こういった物質自身が連続的に測定できるような

ものでもないので、どういう頻度で、どこで、どう測れば

良いのかがこれから大変難しい問題だと思っています。こ

れからその辺の問題も色々なデータを蓄積し、考えていた

だかなければいけないなと思っています。 

■質問：再生とは何からの再生なのでしょうか。琵琶湖総

合開発はどのように評価されますか。過去の開発がどのよ

うなものであったか検証した方が良いのでは。再生のため

の工事をしている印象があります。 

河村所長： 説明が少なく事例の紹介が多かったため、工

事をたくさんするという印象を与えたのかも知れません。

再生計画とは、基本的には琵琶湖総合開発事業のように工

事をどんどんやっていこうというようなものではなく、各

主体が連携し、ソフト対策も含めて再生していこうという

ようなプログラムです。当然工事をする部分もありますが、

例えば琵琶湖と田んぼを結ぶ

取り組みのように NPO 法人

の方々と協力をしながら、こ

れまで変わってきてしまった

琵琶湖・淀川流域圏の自然を

中心にした再生を行っていこ
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うというものです。 

何からの再生かといいますと、琵琶湖総合開発事業を

個々1つ1つ検証して、つぶさに調べ上げたものではなく、

現状を踏まえて、その現状から昔はこうだったとか。いや

ここをもっと使いやすく、あるいは自然環境にやさしくし

ていこうといったことを皆で情報を出し合い、連携しなが

ら、改善を図って再生をしていこうという枠組みで作られ

たものです。 

このような枠組みとご理解いただければと思います。 

■質問：琵琶湖・淀川流域の防災についても議論が必要で

はないでしょうか。防災から減災へとの考え方については

いかがでしょうか？ 

綾先生：防災と言ったときに洪水被害を考えるとするなら

ば、それを完全に防ぐということかと思いますが、それは

現実問題としてはできないと思います。築堤などにより確

率的には小さくなりますが、自然現象なので降雨量には上

限がないということで抑えられないという話と、あるいは

災害を起こす外力として相当大きいものを想定し、洪水を

完全に抑え込もうとすると時間もお金もかかります。今淀

川本川がまさにそうなのかもしれませんが、生態環境に及

ぼす影響があまりにも大きすぎるということもあります。 

このようなことから頻度の問題もありますが、多少の被

害は許しても人命は守る。少なくともそれぐらいは守ると

いう形で、被害額といいますか、被害を減少させるという

のが減災の考え方だと思います。 

コーディネーター：先生方で話をし残したというようなこと

がございましたら、よろしくお願いします。 

西野先生：再生を行うにあたり、目標を明確にすること。

また、再生事業を科学的にきっちりと評価し、評価したこ

とを次の事業にフィードバックする。このような仕組みを

担保することが重要だと思います。 

綾先生：淀川本川の外来種の話をする時間がなかったので

すが、ワンドの干し上げ実験の結果、在来魚 14 種、外来

魚 5 種、計 19 種確認されました。数では圧倒的にブルー

ギルが多く、在来魚の 10 倍近い数のブルーギルがいたと

いうような実態です。淀川の下流が止水化しており、外来

種の生息環境として適切な環境になってしまっており、河

川の環境とは異なっている状況であるということをお伝

えしたいと思います。 

コーディネーター：このシンポジウムの副題にもあるように、

琵琶湖・淀川の水が安全・安心であり続けるために、一体

我々自身がこれから何をどうすればいいのかということ

を中心に今日は話をしていただきました。 

結果的には、ある意味で先ほどから議論されているよう

に行政に全てを任せるという時代はもう終わり、自分で何

ができるのかという段階に入っています。水辺をつくるの

も自分でつくるという価値観自身の変質を求められてい

るということだと思います。 

西野先生からは、水辺環境の変異、変遷が生態系そのも

のにも変異をしているので、重々注意して管理をする必要

があるといった指摘もありました。 

角野先生からも少なくとも種が変わっている過程にお

いて、もしかすると新しい物質が入ったことによって影響

を受けている可能性がありますといった話がありました。 

あるいは綾先生からは、淀川の冠水域、特にワンドの話

がありました。その中で種の変遷もどんどん起こりかけて

いるといったこともありました。 

服部所長からは、pH の上昇など今新しい変化が起こり

かけていて、従来の方式ではまだわからないような事象が

起こってきているので、次のステップへ向けてどう把握し、

処理法へつなげるかという危機感があるという話をいた

だきました。 

また河村所長からは、実際に近畿圏における都市再生プ

ロジェクトの五つのプロジェクトの中味をお話しいただ

いたのですが、もう少し今度は具体的に、何ができるのか

ということを次のステップで見せていただきたいと思い

ます。 

また最後に田中先生からは、我々が無意識に人の健康の

ため良いと思い使ったものが、自然界に無意識に放出され、

対応策がないままの状態、野放し状態になっている部分も

あるということで、安全・安心の考え方を少し変える必要

があるということ。言わば公害の時代に造った環境の施設

自身が機能不全に陥っている可能性があり、それについて

ももう一度、施設機能を再評価する必要が出てきたのかと

思います。 

皆さんも、それぞれこの淀川水系の安全・安心をどうや

って確保したら良いのかについて、いろいろなお考えがあ

ると思います。 

1,600 万人の人々が淀川水系で水を飲んだり、使ったり

していますが、そのうちの 5 分の 1 から 10 分の 1、10％
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程度はもう既に誰かが使った水を再度皆さんは飲んでお

られるのです。ある意味では皆さんが被害者なのかもしれ

ません。今の機能ではなんともならないものを、何となく

与えられているところがあり、将来我々自身も社会システ

ムとして見直す必要があるのではないかと思っています。 

ご講演いただいた先生方ありがとうございました。また

皆さんご静聴いただきまして、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シンポジウム 

「琵琶湖・淀川の水環境を考える」 

～琵琶湖・淀川の水が安全・安心であり続けるために～ 

 

開催日：平成 19 年 2月 23 日 

場 所 ：京都リサーチパーク 

主 催 ：琵琶湖・淀川流域圏再生推進協議会 
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